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四
．
仲
裁
に
お
け
る
項
目
訴
訟
手
続
（
一
三
七
〇
年
代
か
ら
一
三
九
〇
年
代
）

五
．
ロ
ー
マ
法
源
の
利
用
（
一
五
世
紀
初
め
）

お
わ
り
に�

（
以
上
本
号
）

四
．
仲
裁
に
お
け
る
項
目
訴
訟
手
続
（
一
三
七
〇
年
代
か
ら
一
三
九
〇
年
代
）

　

フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
ブ
ル
ク
マ
ン
団
体
と
市
民
団
体
の
対
立
は
、一
三
七
〇
年
代
に
な
っ
て
更
に
先
鋭
化
し
た
。こ
れ
に
対
し
て
皇
帝
カ
ー

ル
四
世
は
、
ド
イ
ツ
騎
士
団
の
ド
イ
ツ
地
区
長D
eutschm

eister

、
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
ンJohann von H

ain

に
よ
る
仲
裁
に
服

す
る
よ
う
、
両
者
に
指
示
し
た
ら
し
い
。

　

一
三
七
六
年
九
月
七
日
付
で
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
を
記
し
て
仲
裁
人
に
提
出
し
た
文
書
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
城
側
の
訴
え
は

一
九
の
箇
条
に
分
け
て
書
か
れ
て
い（

１
）る

。
そ
れ
に
対
す
る
市
側
の
応
答
も
や
は
り
箇
条
に
分
か
れ
て
お
り
、
相
手
方
主
張
の
各
条
に
応
答

し
て
い
る
。
城
側
の
訴
え
は
、
文
書
の
欠
落
で
最
初
の
四
条
が
不
明
で
あ
る
が
、
市
側
の
応
答
か
ら
再
構
成
す
る
と
、
①
市
は
都
市
参
事

会
に
入
っ
た
六
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン
抜
き
で
新
た
な
法
と
命
令
を
定
め
た
。
②
市
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
定
め
た
法
を
根
拠
に
、
ブ
ル
ク
マ

ン
と
そ
の
従
者
か
ら
穀
物
税M

ahlgeld

を
徴
収
し
た
。
③
市
は
六
人
抜
き
で
刑
罰
や
贖
罪
金
を
定
め
た
。
④
市
は
、
流
通
税
や
荷
車
税

W
egegeld

の
た
め
に
城
の
支
配
下
のGärtner

［
い
わ
ゆ
るGarten
地
区
の
住
人
］
を
差
押
え
た
。
⑤
市
は
城
の
特
権
に
反
し
て
、
ゼ
ー

門Seherpforten

前
の
土
地
［
城
と
市
の
西
部
。
ゼ
ー
門
は
市
の
北
西
隅
で
城
に
近
接
す
る
門
］
を
、ブ
ル
ク
レ
ー
ン
で
あ
る
（
し
た
が
っ

て
ラ
イ
ヒ
と
ブ
ル
ク
マ
ン
に
属
す
る
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
差
押
え
た
。
⑥
市
は
、
城
に
害
に
な
る
垣
と
堀
を
建
設
し
た
。
こ
れ
は
先
の

一
三
四
九
年
の
和
解
お
よ
び
同
年
の
カ
ー
ル
四
世
の
証
書
に
反
す
る
。
⑦
市
は
、
城
へ
の
通
路
を
塞
い
だ
。
こ
れ
は
有
事
の
際
に
は
市
民
も
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城
に
避
難
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
市
民
に
と
っ
て
も
有
害
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
も
先
の
一
三
四
九
年
の
和
解
に
反
し
て
い
る
。
⑧
市
は
、

A
rm

en Ru ehe

の
所
に
門
［
市
の
西
側
の
門
］
を
一
つ
設
け
た
が
こ
れ
も
城
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
。
大
水
の
時
に
水
が
城
の
方
へ
入
っ

て
く
る
。
市
が
こ
れ
を
取
り
壊
さ
な
い
の
も
一
三
四
九
年
の
国
王
証
書
に
反
す
る
。
⑨
市
は
、
市
の
城
壁
と
堀
の
外
側
に
お
け
る
建
築
に

つ
い
て
も
、
そ
れ
を
根
拠
づ
け
る
証
書
を
示
す
と
約
束
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
示
し
て
い
な
い
。
⑩
市
は
、
城
の
従
属
民
を
市
民
と
し

て
受
け
入
れ
た
。
市
の
抗
弁
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
は
他
の
都
市
も
行
っ
て
い
な
い
よ
う
な
不
法
で
あ
る
。
⑪
市
は
、
あ
る
家
を
壊
す

際
に
、
裁
判
所
のdipstok
も
一
緒
に
壊
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
、
ア
ム
ト
マ
ン
、
都
市
参
事
会
に
入
っ
た
六
人
の
ブ

ル
ク
マ
ン
の
同
意
な
し
に
そ
れ
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
一
三
〇
六
年
の
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
文
書
に
違
反
す
る
。
⑫
市
は
、
不
正
な
人
々

ungerechte lude

を
、
古
来
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
裁
判
に
か
け
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
⑬
市
は
、
市
民
を
城
へ
送
り
込
ん
だ
が
、
そ
れ

を
引
き
受
け
る
こ
と
で
城
に
損
害
が
生
じ
た
。
⑭
市
は
、
参
審
人
を
補
充
せ
ず
、
そ
の
た
め
裁
判
が
滞
っ
た
。
ま
た
裁
判
を
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー

フ
抜
き
で
行
っ
た
が
、
こ
れ
は
古
来
の
慣
行
と
一
三
〇
六
年
の
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
文
書
に
反
す
る
。
⑮
市
は
ま
た
、
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ

へ
の
上
訴
を
妨
げ
た
。
⑯
市
は
、城
が
有
責
判
決
し
た
有
害
な
人
間
た
ちschadegehaftigen luden

に
安
全
通
行
権geleide

を
与
え
た
。

し
か
も
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
の
同
意
な
し
に
そ
れ
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
古
来
の
慣
行
に
反
す
る
。
⑰
市
は
、
先
の
六
人
の
同
意
な
し
に
、
荷
車

税
と
穀
物
税
を
徴
収
し
た
。
こ
れ
は
城
の
特
権
と
証
書
に
反
す
る
。
⑱
市
側
は
、
城
側
を
、
皇
帝
カ
ー
ル
四
世
に
訴
え
た
が
、
そ
れ
に
対
し

て
城
側
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
皇
帝
の
前
へ
出
頭
し
た
。
そ
こ
で
皇
帝
は
、
両
者
と
も
、
フ
ァ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ハ
ー
ナ
ウ
お
よ
び
フ

ラ
ン
ク
ル
ト
市
の
も
と
を
訪
れ
て
和
解
に
努
め
る
よ
う
命
じ
た
。
そ
し
て
和
解
に
達
し
な
い
場
合
は
、
両
者
と
も
根
拠
と
な
る
特
権
状
等
を

持
っ
て
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
皇
帝
の
も
と
へ
出
頭
す
る
よ
う
命
じ
、
そ
こ
で
皇
帝
が
諸
侯
の
助
言
を
得
て
決
定
を
下
す
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ

こ
で
城
側
は
、
そ
れ
に
従
い
、
前
述
の
貴
族
な
ど
の
も
と
で
和
解
期
日
を
持
つ
こ
と
と
し
、
実
際
城
側
と
市
側
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
赴
い

て
交
渉
を
持
っ
た
。
そ
こ
で
は
次
に
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
で
和
解
期
日
が
開
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
市
側
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
。
と
こ
ろ
が
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市
側
は
、
皇
帝
の
も
と
へ
使
者
を
送
り
、
皇
帝
か
ら
文
書
を
獲
得
し
、
皇
帝
の
命
令
を
得
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
城
側
は
大
き
な
損
害
を
被
っ

た
。
⑲
市
は
、
城
内
に
い
る
城
の
従
属
民
や
手
工
業
者
に
つ
い
て
新
し
い
定
め
を
し
た
が
、
こ
れ
は
古
来
の
慣
行
に
反
し
城
の
自
由
を
侵
害

す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
証
書
に
も
反
す
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
同
日
付
で
、
市
側
の
応
答
を
記
し
た
文
書
が
伝
わ（

２
）る

。
同
日
付
だ
が
、
城
側
の
訴
え
の
方
が
先
に
書
か
れ
て
、
仲
裁
人
だ

け
で
な
く
市
側
に
も
渡
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
市
側
は
そ
れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
応
答
す
る
の
で
あ
る
。
①
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
市
側
は

城
側
の
非
難
を
否
定
す
る
。
六
人
を
ま
じ
え
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
三
〇
六
年
の
決
定
に
も
、
一
三
四
九
年
の
和
解
に
も
反

し
な
い
。
市
側
は
そ
の
根
拠
と
し
て
、市
の
諸
特
権
、諸
特
権
状
を
引
い
て
い
る
。
②
市
は
、穀
物
税
に
つ
い
て
も
城
側
の
非
難
を
否
定
す
る
。

こ
れ
は
一
三
五
三
年
の
カ
ー
ル
四
世
の
特
権
状
に
よ
り
市
に
認
め
ら
れ
た
権
利
で
あ
り
、
城
側
に
は
何
の
権
利
も
な
い
。
③
こ
の
点
で
も
市

側
は
、
や
は
り
城
側
の
非
難
を
し
り
ぞ
け
る
。
古
来
の
慣
行
に
反
し
た
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
④
市
側
は
こ
れ
も
否
認
す
る
。
こ
れ
は
古
来

の
慣
行
に
反
す
る
も
の
で
な
い
。
む
し
ろ
城
側
の
主
張
は
市
の
特
権
を
害
す
る
も
の
で
あ
る
。
⑤
問
題
の
い
わ
ゆ
るbefang

は
城
で
な
く

市
に
属
す
る
。
こ
の
こ
と
は
市
の
租
税
台
帳bedebu och

で
証
明
で
き
る
。
⑥
壊
れ
た
城
壁
の
代
わ
り
と
し
て
、
ラ
イ
ヒ
の
た
め
に
都
市
を

守
る
べ
く
設
け
た
も
の
で
あ
り
、
城
に
害
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
堀
も
旧
来
の
も
の
を
復
元
し
た
だ
け
で
、
市
が
先
に
行
っ
た
誓
約
や
市

が
関
係
し
た
文
書
に
反
す
る
も
の
で
な
い
。
⑦
問
題
の
通
路
は
、
良
き
人
々
に
よ
っ
て
、
城
へ
で
な
く
市
へ
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
道
の

防
ぎ
は
城
に
害
を
な
す
た
め
で
な
く
、
ラ
イ
ヒ
の
都
市
と
市
民
の
身
体
・
財
産
を
守
る
た
め
に
設
け
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
和
解
文
書
に
反

し
な
い
。
⑧
同
門
を
市
は
古
く
か
ら
維
持
し
て
き
た
。
そ
れ
は
新
市
街
区vorstad

と
そ
こ
の
人
々
を
守
る
た
め
で
あ
る
。
門
は
城
を
害
す

る
も
の
で
な
く
、
ま
た
城
に
対
し
て
開
放
す
る
必
要
も
な
い
。
城
側
も
大
水
に
備
え
て
橋
を
か
け
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
ら
は
市
の
古
く
か
ら
の

慣
習
と
自
由
に
反
し
な
い
。
⑨
証
書
の
提
示
に
つ
い
て
特
に
期
限
は
定
め
な
か
っ
た
。
⑩
正
当
に
な
し
う
る
以
外
の
形
で
、
ラ
イ
ヒ
の
た
め

に
都
市
内
に
市
民
を
受
け
入
れ
た
こ
と
は
な
い
。
⑪
裁
判
所
に
も
都
市
に
も
益
に
な
ら
な
か
っ
た
家
を
取
り
壊
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
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と
で
裁
判
所
に
も
市
に
も
害
は
な
い
。こ
の
件
に
つ
い
て
、ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
な
ど
の
同
意
は
必
要
で
な
か
っ
た
。⑫
今
ま
で
も
こ
れ
か
ら
も
、

不
正
な
人
々
に
対
し
て
は
正
当
に
そ
う
し
う
る
こ
と
し
か
し
て
い
な
い
。
⑬
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
市
側
要
求
文
書
の
第
一
項
で
市
の
要
求
を

記
し
た
。
城
の
主
張
は
ラ
イ
ヒ
の
都
市
を
害
す
る
。
⑭
む
し
ろ
参
審
人
の
方
に
不
正
が
あ
る
。
ま
た
参
審
人
は
事
案
を
裁
判
所
か
ら
市
庁
舎

hu os

へ
持
っ
て
行
っ
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
誰
か
ア
ム
ト
マ
ン
が
出
席
す
る
こ
と
は
必
要
で
な
い
。
こ
れ
は
古
来
の
慣
行

と
市
の
自
由
に
合
致
す
る
。
⑮
市
は
裁
判
所
を
ラ
イ
ヒ
か
ら
得
た
恩
恵
と
自
由
に
沿
っ
て
保
持
す
る
。
市
の
行
動
が
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
等
に

反
し
な
い
こ
と
を
希
望
す
る
。
⑯
市
は
正
当
に
行
為
し
た
。
安
全
通
行
権
を
与
え
る
の
は
市
の
権
利
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
有
害
な
人
々

を
助
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
⑰
荷
車
税
、
穀
物
税
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
カ
ー
ル
四
世
の
特
権
状
に
も
と
づ
い
て
徴
収
し
て
お
り
、
ま
た

や
は
り
カ
ー
ル
四
世
の
証
書
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
城
は
何
ら
権
利
を
持
た
な
い
。
⑱
皇
帝
が
両
者
に
和
解
を
命
じ
た
。
皇
帝
は
、
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
へ
両
者
出
頭
し
て
、
そ
こ
で
、
フ
ァ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ハ
ー
ナ
ウ
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
の
前
で
和
解
す
る
よ

う
に
と
命
令
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
で
和
解
に
達
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
両
者
は
更
に
二
名
ず
つ
を
指
名
し
て
、
彼
ら
が
和
解

交
渉
を
行
う
。
両
者
と
も
、和
解
の
た
め
に
使
者
を
皇
帝
の
も
と
に
送
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
諸
侯
に
も
そ
の
旨
知
ら
せ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
も
こ
の
こ
と
は
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
⑲
こ
の
点
は
何
を
非
難
さ
れ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。

　

両
者
の
や
り
と
り
の
第
一
八
項
に
あ
る
よ
う
に
、
既
に
こ
の
前
に
、
皇
帝
の
命
令
に
よ
る
和
解
の
試
み
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
解
決
に
達

し
て
い
な
か
っ
た
。
市
側
文
書
の
第
一
三
項
に
あ
る
、
市
側
が
み
ず
か
ら
の
主
張
を
記
し
て
仲
裁
人
と
城
側
に
渡
し
た
と
思
し
き
文
書
は
、

そ
の
過
程
で
作
成
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

城
と
市
の
対
立
は
、
立
法
、
課
税
、
建
築
、
裁
判
な
ど
非
常
に
広
い
分
野
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
両
者
の
主
張
は
箇
条
に
分
け
て
ま
と
め

ら
れ
た
。
箇
条
に
分
け
ら
れ
た
訴
え
と
そ
れ
に
対
す
る
こ
れ
も
箇
条
ご
と
の
応
答
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
学
識
法
訴
訟
手
続
の
特
徴
の
一

つ
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
項
目
訴
訟
（
訴
答
）
手
続
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ（

３
）る

。
こ
の
方
式
は
、
正
規
の
訴
訟
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
仲
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裁
手
続
に
お
い
て
両
当
事
者
が
請
求
を
表
明
し
、
主
張
を
や
り
と
り
す
る
際
に
も
用
い
ら
れ
た
。
ド
イ
ツ
の
中
ラ
イ
ン
地
方
で
も
一
四
世
紀

前
半
ま
で
に
は
、
両
当
事
者
な
い
し
一
方
当
事
者
が
聖
職
者
の
場
合
に
、
教
会
裁
判
所
や
仲
裁
に
お
い
て
、
当
事
者
が
主
張
を
箇
条
に
分
け

て
表
明
す
る
例
が
見
ら
れ（

４
）た

。
こ
れ
が
今
や
両
者
の
紛
争
に
お
い
て
も
、
仲
裁
判
決
の
前
に
や
り
と
り
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仲
裁
と
い

う
方
式
自
体
、
前
述
の
よ
う
に
教
会
分
野
に
由
来
す
る
学
識
法
的
技
術
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
お
け
る
行
動
様
式
も
学
識
法
化
し
て
き
た
わ

け
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
ン
に
よ
る
仲
裁
判
決
の
方
は
、
約
一
年
後
の
一
三
七
七
年
八
月
付
の
証
書
で
伝
わ
っ
て

い（
５
）る

。
発
行
地
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
カ
ー
ル
四
世
が
両
者
の
争
い
を
仲
裁
す
る
よ
う
ヨ
ハ
ン
に
命
じ（

６
）た

。

し
か
し
、
両
者
合
意
の
う
え
で
の
解
決
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
者
の
訴
え
、
応
答
、
両
者
が
持
っ
て
き
た
証
書
を
参
照
し
、

諸
侯
、
伯
以
下
の
意
見
も
聞
い
て
、
ヨ
ハ
ン
が
決
定
し
た
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い（

７
）る

。
ま
ず
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
定
め
が
遵
守
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
両
者
と
も
印
章
を
付
し
て
そ
の
遵
守
を
約
束
し
、
ま
た
皇
帝
カ
ー
ル
四
世
お
よ
び
国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
も
そ
の
定
め
を
確
認

し
た
か
ら
で
あ
る
。
両
者
が
以
前
に
取
り
決
め
た
一
三
四
九
年
の
和
解
も
遵
守
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
和
解
と
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の

定
め
以
後
は
、
両
者
と
も
何
ら
新
し
い
証
書
や
自
由
を
得
て
い
な
い
も
の
と
見
な（

８
）す

。
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
定
め
の
第
二
項
の
よ
う
に
、

両
者
と
も
互
い
の
裁
判
籍
を
尊
重
す
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
諸
侯
、
伯
以
下
の
も
と
で
も
意
見
を
徴
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

更
に
ヨ
ハ
ン
は
両
者
に
対
し
て
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
に
お
い
て
三
回
の
期
日
を
指
定
し
て
い
る
。
紛
争
の
細
部
は
そ
こ
で
解
決
が
は
か
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
仲
裁
判
決
は
、
従
来
の
取
り
決
め
が
効
力
を
持
つ
こ
と
を
確
認
し
、
具
体
的
な
対
立
点
に

つ
い
て
は
、
解
決
を
先
送
り
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
仲
裁
判
決
が
、
一
三
〇
六
年
の
国
王
裁
定
と
一
三
四
九
年
の
和
解
の
み
を

有
効
と
認
め
、
市
側
が
そ
の
後
皇
帝
か
ら
得
て
い
た
一
三
五
三
年
や
一
三
六
六
年
の
文
書
の
効
力
を
否
定
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
市
側

は
上
述
の
よ
う
に
一
三
五
三
年
の
文
書
を
主
張
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
決
定
は
、
以
後
の
争
い
を
城
側
有
利
に
す
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る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

引
き
続
き
九
月
か
ら
一
〇
月
に
開
か
れ
た
、
こ
の
三
回
の
期
日
に
お
け
る
交
渉
の
様
子
を
伝
え
る
公
証
人
文
書
が
残
っ
て
い（

９
）る

。
と
も
に

聖
職
者
で
あ
る
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
デ
ィ
レ
ン
ブ
ル
クH

einrich von D
illenburg

と
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ミ
ュ
ン
ツ
ェ
ン
ベ
ル

クJohann von M
ünzenberg

と
い
う
二
人
の
公
証
人
が
、
市
側
の
委
託
に
よ
り
、
交
渉
内
容
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
期
日

で
は
、
両
者
と
も
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
定
め
を
守
る
こ
と
を
約
束
し
た
も
の
の
、
定
め
の
解
釈
で
は
一
致
し
な
か
っ
た
。
第
二
の
期
日
で

も
同
様
で
あ
っ
た
。
第
三
の
期
日
で
も
、同
様
の
争
い
に
加
え
て
、こ
の
間
に
新
た
に
作
ら
れ
た
建
築
物
に
つ
い
て
両
者
の
間
で
争
わ
れ
た
。

こ
れ
ら
す
べ
て
に
つ
い
て
、
市
側
が
公
証
人
に
公
証
人
文
書
の
作
成
を
要
請
し
た
。
以
下
、
三
回
の
期
日
に
出
席
し
た
証
人
が
列
挙
さ
れ
て

い
る
。
第
一
と
第
三
の
期
日
に
は
、
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
の
ラ
ン
ト
フ
ォ
ー
ク
ト
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
持
っ
た
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ォ
ン
・
フ
ァ

ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ンPhilipp von Falkenstein

が
出
席
し
て
お

（
（（
（

り
、
第
三
の
期
日
に
は
ウ
ル
リ
ヒ
四
世
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ー
ナ
ウU

lrich Ⅳ
. 

von H
anau

親
子
も
出
席
し
て
い
る
。
あ
と
の
証
人
は
だ
い
た
い
聖
職
者
た
ち
で
あ
り
、
最
後
に
二
人
の
公
証
人
が
署
名
し
て
い
る
。
フ
ィ

リ
ッ
プ
・
フ
ォ
ン
・
フ
ァ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ

（
（（
（

ン
と
、
や
は
り
こ
の
頃
カ
ー
ル
四
世
の
命
で
紛
争
解
決
に
あ
た
っ
て
い
た
ウ
ル
リ
ヒ
四
世
・
フ
ォ

ン
・
ハ
ー
ナ

（
（（
（

ウ
が
出
席
し
て
い
る
こ
と
は
、
城
側
お
よ
び
市
側
の
文
書
の
第
一
八
項
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
二
人
の
貴
族
が
以
前
か
ら
和

解
の
仲
介
者
と
し
て
登
場
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ラ
ン
ト
フ
ォ
ー
ク
ト
職
な
ど
に
あ
る
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
の
貴
族
を

活
用
す
る
と
い
う
一
四
世
紀
前
半
ま
で
の
王
権
の
態
度
が
、
ま
だ
残
っ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
交
渉
期
日
の
結
果
が
示
す
よ
う

に
、
城
と
市
の
間
に
は
な
お
係
争
点
が
残
っ
て
い
た
。

　

一
三
七
八
年
二
月
に
は
、城
の
ブ
ル
ク
マ
ン
た
ち
が
、市
と
の
交
渉
の
た
め
の
代
表
者
を
指
定
し
て
い

（
（（
（

る
。
す
な
わ
ち
、ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
、

二
人
の
バ
ウ
マ
イ
ス
タ
ー
、そ
し
て
名
を
挙
げ
ら
れ
た
四
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン
の
合
計
七
人
が
指
定
さ
れ
、彼
ら
の
権
限
な
ど
が
定
め
ら
れ
た
。

　

こ
の
間
、
カ
ー
ル
四
世
は
、
一
三
七
八
年
三
月
に
ラ
イ
ン
宮
中
伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
一
世
を
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
の
ラ
ン
ト
フ
ォ
ー
ク
ト
に
任
命
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し
、市
に
服
従
を
命
令
し

（
（（
（

た
。
皇
帝
は
同
年
五
月
に
も
、再
度
市
に
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
に
従
う
よ
う
命
令
し
て
い

（
（（
（

る
。
市
側
か
ら
の
抵
抗
が
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
に
よ
っ
て
一
三
七
八
年
六
月
に
仲
裁
判
決
が
下
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
城
と
市
が
そ
れ
ぞ
れ
作
成
し
て

相
手
と
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
に
渡
し
た
文
書
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
城
側
の
文
書
に
よ
れ

（
（（
（

ば
、
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
は
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
お
い
て
城

側
の
訴
え
を
聞
い
た
。
全
体
は
、
や
は
り
箇
条
に
分
か
れ
た
訴
え
と
な
っ
て
い
る
。
①
六
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン
が
都
市
参
事
会
に
入
り
、
ア
ル

ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
定
め
に
あ
る
よ
う
に
、
租
税
・
債
務
関
係
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
抜
き
で
は
決
定
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い

る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
市
は
、
彼
ら
抜
き
で
新
た
な
法
、
命
令
、
刑
罰
、
禁
令
を
定
め
、
ま
た
市
民
の
出
の
者
た
ち
を
市
内
の
教
会
の
ポ

ス
ト
に
就
け
た
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
定
め
に
反
す
る
。
②
市
は
穀
物
税
と
荷
車
税
を
ブ
ル
ク
マ
ン
と
そ
の
従
者
か
ら

も
要
求
し
た
が
、
そ
れ
は
前
述
の
六
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン
の
同
意
を
得
た
も
の
で
は
な
い
。
六
人
の
同
意
を
得
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の

税
は
消
費
税U

ngeld

と
同
じ
で
あ
り
、
城
は
そ
れ
か
ら
は
特
権
状
に
よ
り
免
除
さ
れ
て
い
る
。
③
市
は
［
城
の
西
部
に
隣
接
す
る
］
い
わ

ゆ
るGarten

地
区
に
住
み
、
城
に
従
属
す
るGärtner

か
ら
流
通
税
と
荷
車
税
を
要
求
し
、
そ
の
た
め
にGärtner

に
対
し
て
差
し
押
さ

え
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
も
六
人
の
同
意
を
得
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
は
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
定
め
の
第
六
項
に
反
す
る
。
④
市
は
、
シ
ュ

ル
ト
ハ
イ
ス
は
城
の
裁
判
所
で
訴
え
を
起
こ
せ
な
い
こ
と
と
し
た
。
ま
た
市
は
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
は
参
審
人
に
な
れ
な
い
も
の
と
し
た
が
、

こ
れ
は
古
来
の
慣
行
に
反
す
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
六
人
の
同
意
な
し
に
行
わ
れ
た
。
⑤
市
は
、
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
に
裁
判
を
強
制
し
た
。

⑥
ク
ル
マ
ン
・
ア
ル
ハ
イ
マ
ーK

ulm
an A

lheym
er

が
、
都
市
の
裁
判
所
で
判
決
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
⑦
市
は
、
参
審
人
を
補
充
せ
ず
、

裁
判
を
都
市
参
事
会
の
も
と
へ
持
ち
込
み
、
ラ
イ
ヒ
の
ア
ム
ト
マ
ン
の
関
与
な
し
に
裁
判
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
六
人
の
同
意
は
な
い
。

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
定
め
に
あ
る
と
お
り
、
六
人
の
同
意
が
必
要
な
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
侵
害
に
対
し
て
は
罰
金pene

が
支
払
わ
れ
る

は
ず
で
あ
る
。
⑧
市
は
、
ラ
イ
ヒ
の
ア
ム
ト
マ
ン
の
関
与
な
し
に
高
額
の
贖
罪
金
を
取
り
、
し
か
も
そ
れ
を
ア
ム
ト
マ
ン
に
送
ら
な
か
っ
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た
。
こ
れ
は
慣
行
に
反
す
る
。
⑨
市
は
、
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
の
同
意
な
く
、
街
道
強
盗
に
安
全
通
行
権
を
与
え
た
。
城
が
有
罪
判
決
し
た
者

に
安
全
通
行
権
を
与
え
る
こ
と
は
、
城
を
害
す
る
も
の
で
あ
る
。
⑩
市
は
、
六
人
の
同
意
な
し
に
、
城
の
証
書
、
特
権
、
自
由
を
侵
害
し
た
。

こ
れ
は
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
定
め
に
反
す
る
。
⑪
市
は
不
正
な
人
々
を
裁
判
に
か
け
な
か
っ
た
。
⑫
市
は
、
ゼ
ー
門
前
の
ブ
ル
ク
レ
ー
ン

を
差
し
押
さ
え
た
。
⑬
古
来
よ
り
、
城
に
不
利
に
な
る
よ
う
な
建
物
は
建
て
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
聖
カ
タ
リ

ナ
教
会
の
塔
は
取
り
壊
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
皇
帝
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
の
一
三
三
二
年
の
証
書
に
も
あ
る
よ
う
に
。
⑭
更
に
市
は
、
新
し

く
囲
いblanken

を
建
て
た
が
こ
れ
も
取
り
壊
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
建
築
に
つ
い
て
、
市
は
、
以
前
［
一
三
四
九
年
］
に
城
と
和
解
を
結

び
、
証
書
を
渡
し
た
。
そ
こ
で
市
は
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
定
め
を
守
り
、
城
に
害
と
な
る
建
物
は
建
て
な
い
こ
と
を
約
束
し
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
カ
ー
ル
四
世
も
証
書
を
出
し
た
［
一
三
四
九
年
］。
に
も
か
か
わ
ら
ず
市
は
再
び
建
築
を
し
た
の
で
、
城
は
古
来
の
慣
行
と
上

述
の
証
書
に
よ
り
取
り
壊
し
を
求
め
る
。
⑮
取
り
壊
さ
れ
る
べ
き
建
築
物
と
し
て
は
、A

rm
en Ruw

e

近
く
の
門
、
お
よ
び
シ
ュ
ピ
タ
ー

ル
橋spitalbruecken

近
く
の
門
と
囲
いblanken

が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
城
に
害
が
あ
る
。
特
に
大
水
の
際
に
危
険
で
あ
る
。
⑯
更
に
、
い

く
つ
か
の
、
城
に
害
と
な
る
建
造
物
が
撤
去
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
⑰
ま
た
市
は
、
古
来
の
慣
行
お
よ
び
皇
帝
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
の
証
書

［
一
三
三
二
年
の
決
定
］
に
従
っ
た
や
り
方
で
参
審
人
を
選
ん
で
い
な
い
。
⑱
市
は
、
城
に
住
む
城
の
従
者
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
定
め
の
第
八
項
お
よ
び
カ
ー
ル
四
世
の
特
権
状
に
反
す
る
。

　

城
側
は
、
や
は
り
立
法
、
租
税
、
建
築
、
裁
判
な
ど
の
幅
広
い
分
野
で
市
側
の
不
法
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
内
容
は
先
の
一
三
七
六
年
の

訴
え
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
ン
に
よ
る
仲
裁
判
決
が
問
題
の
解
決
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
れ
に
対
す
る
市
側
の
応
答
は
、
一
部
だ
け
し
か
伝
存
し
な

（
（（
（

い
。
①
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
定
め
は
そ
の
よ
う
に
は
解
釈
で
き
な
い
。
そ

れ
は
た
だ
六
人
が
都
市
参
事
会
に
入
る
べ
し
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
彼
ら
の
同
意
が
決
定
に
必
要
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
今
ま
で
六

人
抜
き
で
、
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
や
都
市
同
盟
の
締
結
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
扱
っ
て
き
た
。
市
側
も
、
そ
の
行
動
に
つ
い
て
、
ア
ル
ブ
レ
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ヒ
ト
一
世
の
定
め
を
根
拠
に
し
う
る
の
で
あ
る
。
②
市
は
ラ
イ
ヒ
の
許
可
な
く
穀
物
税
や
荷
車
税
を
徴
収
し
た
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
古
来

の
慣
行
と
皇
帝
・
国
王
の
特
権
に
合
致
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
特
権
に
よ
れ
ば
穀
物
税
と
荷
車
税
は
市
の
み
に
属
す
る
。
こ
れ
も
古

来
よ
り
の
慣
行
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
金
額
な
し
に
は
都
市
の
債
務
が
償
却
で
き
ず
、
城
壁
、
建
物
、
橋
、
道
路
な
ど
が
維
持
で
き
な
い
。
③

Gärtner

か
ら
古
来
の
慣
行
以
外
の
流
通
税
や
荷
車
税
を
徴
収
し
て
は
い
な
い
。城
の
主
張
は
市
の
特
権
に
反
す
る
。⑧
に
つ
い
て
は
、市
は
、

古
来
の
慣
行
以
上
の
新
し
い
贖
罪
金
を
取
っ
て
は
い
な
い
。
⑩
に
つ
い
て
は
、
ラ
イ
ヒ
か
ら
市
に
さ
ま
ざ
ま
な
特
権
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
は
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
定
め
に
反
し
な
い
。
市
側
の
応
答
の
文
書
は
、
こ
こ
で
中
断
し
て
お
り
、
以
下
は
残
っ
て
い
な
い
。
市
側

は
、
城
側
の
主
張
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
④
か
ら
⑦
、
お
よ
び
⑨
に
つ
い
て
は
、
反
論
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
主
張
を
受
け
て
、一
三
七
八
年
六
月
、ラ
イ
ン
宮
中
伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
一
世
が
仲
裁
判
決
を
下
し

（
（（
（

た
。①
両
者
の
争
い
に
つ
い
て
、

皇
帝
カ
ー
ル
四
世
が
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
に
、両
者
の
言
い
分
を
聞
き
決
定
す
る
よ
う
命
じ
た
。
両
当
事
者
と
も
争
い
を
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
に
預
け
、

彼
の
決
定
に
服
従
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
は
両
者
の
主
張
を
聞
き
、
出
さ
れ
た
証
書
を
見
て
、
結
局
両
者
の
同
意
を
得

て
、
以
下
の
よ
う
に
決
定
し

（
（（
（

た
。
つ
ま
り
最
終
的
に
は
、recht

に
よ
る
（
＝
両
当
事
者
の
同
意
を
得
な
い
）
決
定
で
は
な
くm

inne

に
よ

る
（
＝
両
当
事
者
の
同
意
を
得
た
う
え
で
の
）
決
定
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
②
穀
物
税
に
つ
い
て
は
、
ブ
ル
ク
マ
ン
は
、
城
に
あ
る
も
の

で
あ
れ
都
市
に
あ
る
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
資
産
の
果
実
に
つ
い
て
穀
物
税
を
払
う
必
要
は
な
い
。
ブ
ル
ク
マ
ン
の
従
者
とGärtner

も
城
と

Garten

地
区
に
あ
る
資
産
の
果
実
に
つ
い
て
は
穀
物
税
を
免
除
さ
れ
る
が
、
彼
ら
が
市
内
と
新
市
街
区V

orstadt

に
有
す
る
資
産
か
ら
の

果
実
に
つ
い
て
は
穀
物
税
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
。
③
外
ウ
ー
ザ
ー
門ussersten U

serporten

［
市
の
北
東
隅
の
城
に
近
接
し
た
門
］
の

門
番
は
、自
由
に
通
行
さ
せ
る
こ
と
を
城
と
市
に
誓
約
す
べ
き
で
あ
る
。④
市
は
、新
市
街
区
の
防
備
の
た
め
に
城
壁
と
門
を
建
設
し
て
よ
い
。

⑤
ゼ
ー
門
の
か
ん
ぬ
き
を
か
け
る
者
も
、
同
様
に
誓
約
す
べ
き
で
あ
る
。
⑥
市
に
新
た
に
居
住
す
る
者
は
、
そ
れ
ま
で
の
市
民
と
同
様
の
誓

約
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。
⑦
裁
判
所
役
人gebutel

と
そ
の
従
者
は
、
税
と
奉
仕
か
ら
免
除
さ
れ
る
。
⑧
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
と
参
審
人
が
一
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人
の
裁
判
所
書
記
を
任
命
す
る
。
書
記
は
裁
判
所
で
扱
わ
れ
た
事
柄
を
台
帳
に
記
録
す
る
。
台
帳
は
二
つ
の
鍵
で
管
理
さ
れ
、
一
つ
は
ブ
ル

ク
グ
ラ
ー
フ
な
い
し
そ
の
代
理
た
る
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
が
、
も
う
一
つ
は
参
審
人
の
一
人
が
持
つ
。
今
後
二
年
は
こ
の
体
制
を
続
け
る
。
そ

の
後
は
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
と
参
審
人
で
良
い
よ
う
に
定
め
る
こ
と
と
す
る
。
⑨
荷
車
税
に
つ
い
て
は
、
ブ
ル
ク
マ
ン
は
こ
れ
を
払
わ
な
く
て

よ
い
。
ブ
ル
ク
マ
ン
の
従
者
とGärtner

も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
彼
ら
が
報
酬
を
得
て
、
ま
た
は
購
買
し
た
商
人
財
を
運
ぶ
場
合
は
、
荷

車
税
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
。
⑩
市
民
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
は
、ブ
ル
ク
マ
ン
は
今
後
三
年
は
市
民
を
城
に
受
け
入
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

⑪
い
わ
ゆ
るBifang
に
つ
い
て
は
、カ
ッ
ツ
ェ
ン
エ
ル
ン
ボ
ー
ゲ
ン
伯
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
が
実
地
を
調
査
し
て
、ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
に
報
告
す
る
。

そ
れ
に
も
と
づ
い
て
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
が
決
定
す
る
。
⑫
六
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン
は
都
市
参
事
会
に
入
り
、
市
は
、
租
税
・
債
務
に
関
す
る
事
項

を
除
い
て
は
、何
事
も
彼
ら
抜
き
で
決
め
て
は
な
ら
な
い
。本
来
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
証
書
に
あ
っ
た
よ
う
に
。し
か
し
市
は
緊
急
の
場
合
、

彼
ら
の
関
与
な
し
に
、諸
侯
な
ど
に
使
者
を
送
っ
た
り
し
て
も
よ
い
。
ま
た
書
記
・
従
者
・
門
番
な
ど
の
任
命
、都
市
の
定
期
金
な
ど
の
設
定
、

封
の
授
与
、
病
院
の
設
置
、
戦
争
、
城
に
害
に
な
ら
な
い
建
築
な
ど
を
六
人
抜
き
で
や
っ
て
も
よ
い
。
⑬halpgelt

と
呼
ば
れ
る
流
通
税

の
四
分
の
一
は
城
に
、
四
分
の
一
は
市
に
帰
属
す
る
。
残
る
二
分
の
一
は
フ
ォ
ン
・
カ
ル
ベ
ンV

on K
arben

の
取
り
分
で
あ
る
。
⑭
ブ
ル

ク
マ
ン
が
納
税
義
務
の
あ
る
家
を
市
内
で
購
入
し
た
場
合
は
、
や
は
り
市
へ
の
納
税
義
務
が
あ
る
。
⑮
両
当
事
者
は
、
す
べ
て
の
争
点
に
つ

い
て
和
解
し
た
。
⑯
両
者
と
も
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
定
め
を
守
る
べ
き
で
あ
る
。
⑰
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
ン
の
成
立
さ
せ
た
和
解

sune und richtunge

も
遵
守
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
⑱
最
後
に
、
両
当
事
者
も
以
上
の
内
容
が
両
者
同
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
宣

言
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
と
き
の
決
定
は
、
市
に
よ
る
課
税
の
範
囲
、
建
築
、
市
内
の
参
審
人
裁
判
所
の
体
制
、
都
市
参
事
会
に
入
る
六
人

の
ブ
ル
ク
マ
ン
の
同
意
と
市
側
の
行
動
の
自
由
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
、
こ
の
時
点
で
両
当
事
者
が
折
り
合
え
る
内
容
を
ま
と
め
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、両
者
が
合
意
で
き
な
か
っ
た
争
点
は
、未
解
決
の
ま
ま
次
の
国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
の
治
世
に
も
残
る
こ
と
に
な
っ
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た
。

　

国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ

（
（（
（

ル
は
、
一
三
八
五
年
一
一
月
、
ベ
ー
メ
ン
（
ボ
ヘ
ミ
ア
）
の
カ
ー
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
ラ
イ
ン
宮
中
伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト

一
世
に
対
し
て
、
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ア
ー
ド
ル
フ
と
と
も
に
、
ま
た
は
単
独
で
、
城
側
と
市
側
の
両
者
を
呼
ん
で
主
張
を
聞
き
、
紛
争
を
解

決
す
る
よ
う
委
任
し

（
（（
（

た
。
国
王
は
、
大
司
教
ア
ー
ド
ル
フ
に
も
同
様
に
書
き
送
っ
た
、
と
述
べ
て
い

（
（（
（

る
。
一
三
八
一
年
か
ら
一
三
九
〇
年
ま

で
、
ナ
ッ
サ
ウ
伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
が
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
の
ラ
ン
ト
フ
ォ
ー
ク
ト
の
職
に
あ
っ
た

（
（（
（

が
、
彼
は
こ
の
時
期
の
両
者
の
紛
争
解
決
に
は

姿
を
現
さ
な
い
。
一
方
、
こ
の
頃
、
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ア
ー
ド
ル
フ
は
、
国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
と
良
好
な
関
係
に
あ
っ

（
（（
（

た
。

　

一
三
八
六
年
七
月
一
四
日
の
日
付
で
、
城
側
の
主
張
が
伝
わ
っ
て
い

（
（（
（

る
。
文
書
は
、
上
述
の
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ア
ー
ド
ル
フ
と
ラ
イ
ン
宮

中
伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
一
世
の
二
人
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
や
は
り
二
〇
数
項
目
に
わ
た
っ
て
、
城
側
の
要
求
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
①
城
と

市
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
が
定
め
て
証
書
化
し
た
和
解sune

が
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
後
の
皇
帝
・
国
王
た
ち
に
よ
っ

て
も
確
認
さ
れ
、
城
が
得
た
証
書
と
特
権
状
で
も
そ
の
効
力
が
う
た
わ
れ
て
お
り
、
市
側
も
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
も
印
章
を
付
し
た
文
書

［
一
三
四
九
年
五
月
の
和
解
証
書
］
で
そ
の
遵
守
を
約
束
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
城
側
は
一
三
〇
六
年
の
決
定
の
う
ち
、
都
市
参
事

会
に
入
る
六
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン
に
つ
い
て
の
条
項
を
引
用
し
、
そ
の
後
こ
の
点
に
つ
い
て
争
い
が
あ
っ
た
が
、
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
ン

の
決
定
に
よ
り
一
三
〇
六
年
の
決
定
の
遵
守
が
改
め
て
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
更
に
ラ
イ
ン
宮
中
伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
の
、
皇
帝
カ
ー

ル
四
世
の
意
を
受
け
た
決
定
に
よ
り
、
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
ン
の
決
定
が
効
力
を
保
つ
べ
き
こ
と
、
お
よ
び
一
三
〇
六
年
の
決
定
が
遵

守
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
城
側
は
ま
た
、
一
三
七
八
年
六
月
の
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
の
決
定
の
第
一
二
項
を
繰
り
返
す
。
城

側
は
こ
う
し
た
経
過
を
改
め
て
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
②
市
側
は
、
城
の
裁
判
所
で
得
ら
れ
た
判
決
を
一
年
以
上
実
現
し
な
か
っ
た
。
都

市
参
事
会
は
、
裁
判
上
の
決
定
に
際
し
て
、
六
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン
の
意
見
も
、
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
の
意
見
も
聞
か
な
か
っ
た
。
都
市
参
事
会

は
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
に
お
け
る
最
高
の
役
職
で
あ
り
裁
判
官
で
あ
る
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
の
権
限
を
侵
害
し
た
。
③
市
側
は
、
や
は
り
六
人
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の
ブ
ル
ク
マ
ン
の
同
意
な
し
に
、
都
市
同
盟
に
加
わ
っ
た
。
④
市
側
は
、
や
は
り
六
人
の
同
意
な
く
、
罰
金
と
贖
罪
金
を
徴
収
し
た
が
、
こ

れ
は
城
、
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
、
そ
の
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
。
⑤
市
側
は
、
六
人
の
同
意
な
く
、
あ
る
市
外
の

者
を
捕
ら
え
、
拷
問
しgem

artelt

、
贖
罪
金
を
取
っ
た
が
、
こ
れ
は
や
は
り
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
の
権
利
を
害
す
る
も
の
で
あ
る
。
⑥
市
側

は
ま
た
、
裁
判
で
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
か
ら
追
放
さ
れ
た
者
た
ち
を
、
六
人
や
ア
ム
ト
マ
ン
の
同
意
な
く
、
ま
た
裁
判
に
よ
る
の
で
も
な
く
、

再
び
市
内
に
受
け
入
れ
た
。
⑦
市
側
は
ま
た
、
六
人
や
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
の
同
意
な
く
、
ま
た
裁
判
に
よ
る
の
で
も
な
く
、
人
々
を
追
放
し

た
。
⑧
市
側
は
ま
た
、
裁
判
所
廷
吏gerichtes knechte

の
関
与
な
し
に
、
市
内
で
人
々
を
逮
捕
し
た
。
⑨
市
側
は
ま
た
、
捕
ら
え
た
人
々

を
拷
問
し
た
う
え
でm

arteln und foltern

ま
た
釈
放
し
た
が
、
そ
れ
ら
を
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
に
お
け
る
最
高
の
裁
判
官
で
あ
る
ブ
ル
ク

グ
ラ
ー
フ
に
も
知
ら
せ
ず
、
裁
判
所
廷
吏
を
も
関
与
さ
せ
ず
に
、
行
っ
た
。
⑩
市
側
は
ま
た
、
拘
束
し
た
人
々
か
ら
、
裁
判
に
よ
ら
ず
に
債

務
を
取
り
立
て
た
。
⑪
市
側
は
ま
た
、
市
民
に
対
す
る
訴
え
に
お
い
て
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
の
教
会
裁
判
所
で
応
訴
し
な
い
と
い
う
誓
約
を
さ

せ
た
が
、
や
は
り
そ
れ
を
六
人
の
関
知
し
な
い
と
こ
ろ
で
行
っ
た
。
⑫
市
側
は
ま
た
、
非
行
を
働
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
と
市
民
を
、
六
人
と
ブ
ル

ク
グ
ラ
ー
フ
の
関
与
な
く
、
逮
捕
し
、
拷
問
し
、
後
に
ユ
ダ
ヤ
人
を
釈
放
し
た
。
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
て
も
権
限
を
有
す

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
⑬
市
側
は
、
カ
ー
ル
四
世
の
証
書
に
よ
っ
て
免
除
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、

ブ
ル
ク
マ
ン
の
一
部
か
ら
、
穀
物
税
、
荷
車
税
、
流
通
税
を
徴
収
し
た
。
⑭
市
側
は
ま
た
、
ブ
ル
ク
マ
ン
の
従
者
を
裁
判
な
し
に
市
内
で
捕

ら
え
、
市
庁
舎rathus

に
拘
留
し
て
い
ま
だ
に
釈
放
し
な
い
。
⑮
市
側
は
ま
た
、
城
に
属
す
る
は
ず
の
水
流
を
断
ち
切
っ
た
。
⑯
市
側
は

ま
た
、
裁
判
な
し
に
、
ゼ
ー
門
と
そ
こ
の
堤
防
の
前
で
差
し
押
さ
え
を
行
っ
た
が
、
そ
の
付
近
は
ラ
イ
ヒ
の
ア
イ
ゲ
ン
と
ブ
ル
ク
レ
ー
ン
と

し
て
城
に
属
す
る
は
ず
で
あ
る
。
⑰
市
民
た
ち
は
ま
た
、Garten

に
あ
る
彼
ら
の
財
産
に
つ
い
て
、
城
へ
の
奉
仕
を
行
わ
な
か
っ
た
。
こ

こ
で
城
側
は
一
三
〇
六
年
の
決
定
の
第
六
項
を
繰
り
返
し
て
い
る
。こ
れ
に
反
し
て
お
り
不
法
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。⑱
市
側
は
ま
た
、

ラ
イ
ヒ
と
城
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
るA

rm
en Ruw

e

で
建
築
し
堀
を
掘
っ
た
。
こ
れ
は
城
に
と
っ
て
有
害
で
あ
り
、
城
側
は
撤
去
を
要
求
し
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た
が
、
市
側
は
文
書
で
定
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
実
行
し
な
か
っ
た
。
そ
の
文
書
［
一
三
四
九
年
五
月
の
和
解
文
書
］
に
は
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
市
も
印
章
を
付
し
て
お
り
、
こ
の
件
に
つ
い
て
城
側
は
ま
た
カ
ー
ル
四
世
の
文
書
［
一
三
四
九
年
六
月
の
国
王
証
書
］
も
持
っ

て
い
る
。
⑲
市
側
は
ま
た
、
ブ
ル
ク
マ
ン
が
市
外
に
持
つ
従
属
民
を
い
わ
ゆ
る
市
外
市
民
と
し
て
受
け
入
れ
、
彼
ら
の
裁
判
籍
を
都
市
に
置

こ
う
と
し
た
。
⑳
市
側
は
ま
た
、
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
と
そ
の
裁
判
に
服
従
し
よ
う
と
し
な
い
市
民
を
市
に
受
け
入
れ
た
。
こ
れ
は
ル
ー
プ
レ

ヒ
ト
の
決
定
文
書
［
一
三
七
八
年
六
月
の
文
書
］
に
反
す
る
。
�
市
側
は
ま
た
、
ゼ
ー
門
を
閉
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
城
のGärtner

や
馬
の

往
来
を
妨
げ
た
。
�
市
側
は
ま
た
、
皇
帝
カ
ー
ル
四
世
の
証
書
に
よ
れ
ば
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
に
属
す
る
は
ず
の
安
全
通
行
権
を
侵
奪
し
た
。

�
市
側
は
ま
た
、
非
行
事
案
に
つ
い
て
、
裁
判
所
廷
吏
を
関
与
さ
せ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
�
特
に
、
市
側
は
、
ラ
イ
ヒ
の
裁
判
所
に
、
裁

判
役
人budele

を
任
命
し
た
が
、
裁
判
所
に
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
や
裁
判
所
廷
吏
を
任
命
す
る
の
は
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
の
権
限
で
あ
る
。
こ

の
件
に
つ
い
て
市
側
は
城
を
都
市
同
盟
に
訴
え
、都
市
同
盟
は
、添
付
し
た
写
し
を
城
に
送
っ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
城
側
も
、［
一
三
〇
六

年
の
］
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
の
文
書
に
あ
る
よ
う
に
、
六
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン
は
不
法
を
国
王
に
報
告
す
べ
き
は
ず
で
あ
る
、
と
反
論
し
た
。

ま
た
、
城
は
都
市
同
盟
の
も
と
で
聴
取
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
城
も
市
も
ラ
イ
ヒ
の
前
で
聴
取
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
も
反
論
し
た
。
城

側
は
こ
の
不
法
を
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
城
側
の
主
張
は
、
裁
判
権
の
行
使
に
か
か
わ
る
問
題
を
中
心
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
都
市
参
事
会
に
入
る
六
人

の
ブ
ル
ク
マ
ン
の
関
与
の
程
度
、
都
市
に
よ
る
課
税
、
都
市
に
よ
る
建
築
と
門
の
開
閉
な
ど
一
三
七
〇
年
代
に
も
争
わ
れ
て
い
た
問
題
分
野

に
つ
い
て
、
な
お
対
立
が
続
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
城
側
は
、
一
三
〇
六
年
の
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
決
定
を
初
め
と
す

る
従
来
の
経
過
を
詳
し
く
述
べ
、
そ
れ
ら
を
記
し
た
証
書
等
に
単
に
言
及
す
る
だ
け
で
な
く
、
一
部
は
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
論
拠
と
し
て
用

い
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
城
側
は
、
過
去
の
文
書
の
文
言
を
よ
り
直
接
的
に
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
城
側

が
、
市
が
都
市
同
盟
に
加
入
し
た
こ
と
や
、
市
が
城
を
都
市
同
盟
に
訴
え
た
こ
と
を
も
非
難
し
て
い
る
点
は
、
こ
の
時
期
の
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
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ベ
ン
お
よ
び
ラ
イ
ン
の
都
市
同
盟
と
諸
侯
・
貴
族
と
の
間
の
緊
張
の
高
ま
り
を
反
映
す
る
も
の
と
言
え
よ

（
（（
（

う
。

　

こ
の
後
の
対
立
の
展
開
で
あ
る
が
、
同
年
七
月
一
九
日
付
の
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
一
世
の
証
書
に
よ
れ

（
（（
（

ば
、
国
王
の
委
任
を
受
け
て
、
ル
ー
プ

レ
ヒ
ト
と
ア
ー
ド
ル
フ
は
、
七
月
一
七
日
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
期
日
を
設
定
し
て
両
当
事
者
を
召
喚
し
た
。
た
だ
し
ア
ー
ド
ル
フ
は
、
期

日
に
出
席
し
な
か
っ
た
。
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
の
証
書
は
簡
単
に
手
続
の
進
行
を
描
い
て
い
る
が
、
両
当
事
者
が
出
頭
し
た
際
に
、
市
側
は
、
城

側
の
要
求
の
う
ち
の
裁
判
所
役
人gebutel

に
つ
い
て
の
一
箇
条
の
た
め
に
出
頭
し
た
、
と
述
べ
た
。
市
側
は
、
城
側
の
訴
え
に
全
面
的
に

応
答
す
る
こ
と
は
避
け
た
わ
け
で
あ
る
。
上
述
の
城
側
の
主
張
文
書
か
ら
し
て
も
、
こ
の
問
題
が
当
時
と
り
わ
け
争
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
う

か
が
わ
れ
る
。
し
か
し
両
当
事
者
は
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
一
致
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
は
、
両
者
が
一
致
し
な
い

の
で
決
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
て
、
決
着
を
断
念
し
て
い

（
（（
（

る
。
前
述
の
一
三
七
八
年
六
月
の
決
定
と
同
様
に
、
両
者
合
意
の
う

え
で
の
解
決
が
こ
こ
で
も
め
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

翌
一
三
八
七
年
五
月
に
は
、
両
者
の
争
い
に
つ
い
て
更
に
決
定
が
下
さ
れ
た
。
市
側
が
出
し
た
証
書
の
第
一
項
に
よ
れ

（
（（
（

ば
、
両
者
は
仲
裁

人
（
両
者
と
も
二
人
ず
つ
指
定
し
、か
つ
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
二
人
を
指
名
す
る
が
、こ
の
最
後
の
二
人
は
合
わ
せ
て
一
人
と
見
な
さ
れ
る
の
で
、

数
と
し
て
は
五
人
に
よ
る
決
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
を
指
定
し
、
彼
ら
が
両
者
の
同
意
の
も
と
に
決
定
し
た
の
で
あ
っ

（
（（
（

た
。
決
定
の
内
容

は
大
略
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
②
裁
判
所
役
人Budel
の
任
命
方
法
。
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
、
参
審
人
、
六
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン
な
ど
が
そ
れ

ぞ
れ
い
か
に
関
与
す
べ
き
か
。ま
た
任
命
さ
れ
た
裁
判
所
役
人
が
な
す
べ
き
誓
約
。③
処
刑
人
を
呼
ん
だ
と
き
の
費
用
は
市
側
が
負
担
す
る
。

拷
問
の
際
に
は
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
か
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
が
立
ち
会
い
、
裁
判
所
役
人
も
助
け
る
。
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
の
文
書
［
一
三
七
八
年
六

月
の
決
定
文
書
］
に
あ
る
よ
う
に
、
裁
判
所
役
人
と
そ
の
従
者
は
税
と
奉
仕
か
ら
免
れ
る
。
④
差
押
等
の
際
に
裁
判
所
役
人
と
そ
の
従
者
に

支
払
わ
れ
る
べ
き
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
の
詳
し
い
定
め
。
ま
た
、
市
外
か
ら
販
売
す
る
た
め
の
物
資
を
運
び
入
れ
た
際
に
、
支
払
わ
れ
る

べ
き
税
に
つ
い
て
の
詳
し
い
定
め
。
⑤
都
市
の
参
審
人
裁
判
所
に
は
書
記
が
一
人
置
か
れ
る
こ
と
と
さ
れ
、
彼
が
裁
判
所
に
お
け
る
決
定
を
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記
録
す
る
。
そ
の
記
録
簿
は
二
つ
の
鍵
で
閉
じ
ら
れ
、
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
な
い
し
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
が
一
つ
、
参
審
人
が
も
う
一
つ
の
鍵
を

持
つ
。
書
記
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
手
数
料
に
つ
い
て
の
定
め
。
⑥
書
記
の
決
定
に
つ
い
て
。
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
と
参
審
人
一
人
が
誰
が
書
記

に
な
る
か
を
決
め
る
。
一
致
し
な
い
場
合
は
、
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
が
も
う
一
人
参
審
人
を
選
び
、
参
審
人
側
も
都
市
参
事
会
に
入
っ
て
い
る

六
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン
の
中
か
ら
一
人
を
選
び
、
こ
の
四
人
（
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
、
ブ
ル
ク
マ
ン
一
人
、
参
審
人
二
人
）
が
決
定
す
る
。
彼
ら

の
多
数
が
一
致
で
き
な
い
場
合
は
、
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
三
個
の
サ
イ
コ
ロ
を
振
りw

erffi
n m

it dryn w
orfeln

、
最
も
多
く
の
目m

eistin 

augen

を
出
し
た
者
が
決
す
る
。
⑦
都
市
の
参
審
人
裁
判
所
に
お
け
る
結
審
と
判
決
言
い
渡
し
の
方
法
に
つ
い
て
。
非
行
の
裁
判
に
つ
い
て

は
、
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
ま
た
は
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
の
出
席
が
必
要
で
あ
る
。
⑧
ブ
ル
ク
マ
ン
と
市
民
が
互
い
を
敵
と
し
て
フ
ェ
ー
デ
行
為
を

始
め
た
場
合
に
は
、
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
と
市
長
が
停
止
を
命
じ
、
当
事
者
は
命
令
に
従
う
べ
き
こ
と
。
⑨
市
も
城
も
、
互
い
の
敵
に
安
全
通

行
権
や
保
護
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
決
定
は
、
都
市
内
の
参
審
人
裁
判
所
の
構
成
と
そ
こ
で
の
裁
判
権
行
使
の
態
様
に
つ
い
て
、
両
者
の
合
意
の
結
果
を
詳
細

に
記
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
前
述
の
城
側
の
要
求
と
市
側
の
対
応
か
ら
は
、
当
時
、
裁
判
の
問
題
が
と
り
わ
け
激
し
く
争
わ
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
と
り
あ
え
ず
折
り
合
い
が
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
他
の
争
点
は
未
解
決
で
あ
っ
た
か
ら
、
対
立
は
そ
の
後
も
続
い
た
。

　

一
三
八
八
年
一
〇
月
、
国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
は
ベ
ー
メ
ン
の
ベ
ラ
ウ
ンBeraun

か
ら
、
ブ
ル
ク
マ
ン
と
そ
の
従
属
民
お
よ
び
城
の

Gärtner

が
、
従
来
同
様
の
諸
権
利
と
諸
自
由
を
享
受
す
る
べ
き
こ
と
を
確
認
し
、
特
に
市
側
に
対
し
て
そ
の
侵
害
を
禁
止
し

（
（（
（

た
。
ヴ
ェ
ン

ツ
ェ
ル
は
ま
た
、
同
日
付
の
文
書
で
、
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ア
ー
ド
ル
フ
に
、
期
日
を
設
定
し
て
、
城
と
市
の
両
者
の
訴
え
と
応
答
等
を
聴
取

し
、
両
当
事
者
の
同
意
を
得
て
、
あ
る
い
は
同
意
な
し
に
、
争
い
を
決
定
す
る
よ
う
命
令
し

（
（（
（

た
。
大
司
教
ア
ー
ド
ル
フ
自
身
、
当
時
国
王
宮

廷
に
滞
在
し
て
お

（
（（
（

り
、お
そ
ら
く
国
王
は
大
司
教
と
も
協
議
し
た
う
え
で
、彼
を
仲
裁
裁
判
官
と
し
て
指
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当
時
、
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ラ
イ
ン
宮
中
伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
一
世
が
、
は
っ
き
り
と
諸
侯
・
貴
族
の
同
盟
の
側
に
立
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
大
司
教
ア
ー
ド
ル
フ
は
中

立
的
な
立
場
を
維
持
し
て
い

（
（（
（

た
。
今
回
の
仲
裁
人
指
定
が
ア
ー
ド
ル
フ
の
み
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
と
も
関
係
し
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
一
三
八
八
年
一
一
月
六
日
付
で
、
城
側
か
ら
市
に
対
す
る
訴
え
の
箇
条
を
、
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
に
知
ら
せ
た
文
書
が
伝

わ
（
（（
（

る
。
文
書
は
、
国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
が
城
と
市
の
争
い
に
関
し
て
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ア
ー
ド
ル
フ
を
仲
裁
裁
判
官
と
し
て
指
定
し
た
こ
と

を
冒
頭
で
確
認
し
た
う
え

（
（（
（

で
、
二
九
項
目
に
わ
た
っ
て
、
城
側
の
訴
え
を
列
挙
す
る
。
内
容
は
、
一
三
八
六
年
七
月
の
城
側
の
主
張
と
重
複

す
る
部
分
が
多
く
、
課
税
、
建
築
、
門
の
開
閉
な
ど
幅
広
い
問
題
が
、
こ
の
間
未
解
決
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
城
側
は
、
や
は
り
、
こ

れ
ま
で
の
特
権
状
や
和
解
文
書
を
逐
一
引
用
し
つ
つ
、
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、一
三
八
九
年
一
月
一
四
日
付
で
市
側
か
ら
城
に
対
し
て
の
訴
え
を
記
し
た
文
書
が
伝
わ

（
（（
（

る
。
文
書
は
、国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ

ル
が
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ア
ー
ド
ル
フ
に
命
令
を
出
し
た
時
点
で
の
、
市
側
の
要
求
を
記
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
市
側
は
、
二
五
項
目
に

わ
た
っ
て
、
城
側
の
略
奪
・
暴
行
・
市
民
の
不
当
逮
捕
、
い
わ
ゆ
るBifang

地
区
の
帰
属
、
市
に
よ
る
課
税
に
対
す
る
城
側
の
不
当
な
抵
抗
、

市
か
ら
の
逃
亡
者
の
城
へ
の
受
け
入
れ
、
な
ど
に
つ
い
て
要
求
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
一
三
〇
六
年
の
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世

の
定
め
や
一
三
七
八
年
の
ラ
イ
ン
宮
中
伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
の
仲
裁
を
引
照
し
、
ま
た
非
行
を
犯
し
た
ブ
ル
ク
マ
ン
の
名
前
を
個
別
に
挙
げ
て

主
張
を
行
っ
て
い
る
。
更
に
、
一
月
二
八
日
付
で
、
先
の
城
側
の
訴
え
に
対
す
る
市
側
の
応

（
（（
（

答
、
お
よ
び
先
の
市
側
の
訴
え
に
対
す
る
城
側

の
応

（
（（
（

答
が
伝
わ
る
。
城
側
の
応
答
は
明
示
的
に
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ア
ー
ド
ル
フ
に
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
城
側
は
エ
ル
ト
ヴ
ィ
ル
で
大
司
教
の

前
で
文
書
の
通
り
陳
述
し
た
と
さ
れ
て
い

（
（（
（

る
。
こ
れ
ら
の
文
書
で
は
、
城
も
市
も
互
い
に
相
手
の
要
求
箇
条
に
対
し
て
逐
条
的
に
詳
し
く
反

論
を
展
開
し
て
お
り
、
項
目
訴
訟
的
な
や
り
と
り
は
こ
こ
で
更
に
深
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
、
一
三
九
〇
年
二
月
に
大
司
教
ア
ー

ド
ル
フ
が
死
去

（
（（
（

し
、
仲
裁
の
手
続
は
停
止
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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そ
こ
で
国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
は
、
一
三
九
一
年
一
月
に
、
城
に
対
し
て
、
ラ
イ
ン
宮
中
伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
二
世
に
決
定
権
を
ゆ
だ
ね
た
こ

と
を
知
ら
せ
、
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
が
設
定
す
る
期
日
に
市
側
と
と
も
に
出
頭
し
て
、
彼
の
判
決
に
服
す
る
よ
う
命
令
し
て
い

（
（（
（

る
。
こ
の
後
、
市

側
は
、
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
に
対
し
て
、
先
の
一
三
八
九
年
一
月
一
四
日
の
訴
え
を
繰
り
返
し
た
ら
し
い
。
先
の
文
書
の
大
司
教
ア
ー
ド
ル
フ
に

関
す
る
箇
所
を
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
に
書
き
換
え
た
小
片
が
付
さ
れ
た
写
し
が
伝
わ
っ
て
い

（
（（
（

る
。

　

一
三
九
二
年
三
月
に
は
、
再
び
市
側
か
ら
城
に
対
す
る
六
項
目
の
訴
え
を
記
し
た
文
書
が
出
さ
れ
て
お

（
（（
（

り
、
同
じ
頃
、
城
側
か
ら
市
側

に
対
す
る
六
項
目
の
訴
え
を
記
し
た
文
書
も
伝
わ

（
（（
（

る
。
こ
れ
以
前
に
両
者
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
リ
ス
ベ
ル
クFriedrich von 

Lissberg

、
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
リ
ン
デ
ンJohann von Linden

、
ヘ
ル
マ
ン
・
フ
ォ
ン
・
カ
ル
ベ
ンH

erm
ann von K

arben

の
三
人

を
仲
裁
人
と
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
よ
う
で
あ

（
（（
（

る
。
市
側
は
、Bifang

や
税
の
問
題
に
つ
き
前
述
の
一
三
八
九
年
一
月
の
要
求
を
く
り
返

し
た
他
、
課
税
案
件
に
関
す
る
六
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン
の
権
限
、
市
民
と
し
て
の
誓
約
、
市
民
の
城
へ
の
受
け
入
れ
、
城
の
裁
判
所
の
管
轄
な

ど
に
つ
い
て
城
側
を
非
難
し
た
。
一
方
城
側
は
、
六
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン
の
権
限
、
穀
物
税
・
荷
車
税
の
課
税
、
安
全
通
行
権
、
市
の
参
審
人

裁
判
所
の
運
営
な
ど
に
つ
い
て
、
市
側
を
非
難
し
た
。
更
に
、
城
側
の
訴
え
に
対
す
る
市
側
の
応

（
（（
（

答
、
お
よ
び
市
側
の
訴
え
に
対
す
る
城
側

の
応

（
（（
（

答
が
伝
わ
る
。
い
ず
れ
も
、
先
の
三
人
に
よ
る
仲
裁
の
枠
内
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
や
は
り
相
手
方
の
主
張
に
対
し
て
逐
条
的
に

反
駁
し
て
い
る
。

　

こ
の
後
、
両
者
の
間
で
は
、
い
っ
た
ん
合
意
が
成
立
し
た
ら
し
い
。
一
三
九
四
年
五
月
、
国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
は
ベ
ー
メ
ン
の
ベ
ッ
ト
レ

ル
ンBettlern

で
、
両
者
が
八
年
の
期
間
で
結
ん
だ
和
解
を
確
認
し

（
（（
（

た
。
和
解
は
文
書
化
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る

（
（（
（

が
、
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

た
だ
し
、
こ
の
八
年
の
間
に
、
国
王
が
和
解
を
撤
回
・
破
棄
す
る
権
利
が
留
保
さ
れ
て
い

（
（（
（

る
。
八
年
の
期
限
付
き
と
い
う
こ
と
は
、
暫
定
的

な
紛
争
停
止
を
目
的
と
し
た
内
容
の
和
解
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

一
三
九
五
年
六
月
に
は
、
上
記
の
リ
ス
ベ
ル
ク
、
リ
ン
デ
ン
、
カ
ル
ベ
ン
の
三
人
の
仲
裁
人
に
よ
り
、
仲
裁
判
決
が
下
さ
れ

（
（（
（

た
。
上
の
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一
三
九
二
年
の
両
者
の
訴
え
と
応
答
が
、
こ
の
三
人
に
よ
る
仲
裁
の
枠
内
で
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
か
な
り
長
く

時
間
が
か
か
っ
て
よ
う
や
く
仲
裁
判
決
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
判
決
は
、こ
の
間
の
両
者
の
応
答
や
文
書
提
出
な
ど
の
経
過
を
述
べ
た
後
、

市
側
の
訴
え
項
目
の
順
序
に
従
っ
て
、
そ
の
決
定
を
述
べ
て
い
る
。

　

両
者
の
間
で
は
更
に
歩
み
寄
り
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
後
一
三
九
五
年
七
月
三
〇
日
、
城
は
市
に
対
し
て
、
年
四
〇
〇
グ
ル
デ
ン
の
支
払
い

と
引
き
替
え
に
、
一
〇
年
間
ワ
イ
ン
と
ビ
ー
ル
か
ら
税
を
徴
収
す
る
こ
と
を
認
め
て
い

（
（（
（

る
。
争
わ
れ
続
け
て
い
た
課
税
問
題
に
つ
い
て
、
城

側
が
一
定
の
譲
歩
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
同
日
付
の
証
書
で
、
市
は
、
両
者
の
争
い
の
解
決
を
今
後
一
〇
年
、
一
四
〇
五
年
九
月

ま
で
の
間
に
達
成
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い

（
（（
（

る
。
ま
ず
今
年
、
三
回
の
期
日
を
設
け
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
と
り
あ
え
ず
、
急
を
要

す
る
税
の
問
題
に
つ
い
て
の
み
妥
協
し
て
、
あ
と
は
時
間
を
か
け
て
交
渉
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
一
〇
年
と

い
う
か
な
り
長
期
の
期
間
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
先
延
ば
し
の
感
が
強
い
決
定
で
あ
る
。

　

城
と
市
の
間
で
は
、
な
お
も
争
い
が
絶
え
な
か
っ
た
。
一
三
九
九
年
五
月
、
国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
は
プ
ラ
ハ
で
、
市
側
に
あ
て
て
文
書

を
出
し
て
い

（
（（
（

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
フ
リ
ー
ベ
ル
・
エ
ン
ゲ
ルFribel Engel

、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ガ
ーW

alter 

Schw
arzenberger

と
い
う
二
人
の
市
民
が
武
装
し
て
城
に
侵
入
し
た
件
に
つ
い
て
、
城
と
市
の
間
で
争
い
と
な
り
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ

主
張
を
国
王
に
伝
え
た
。
国
王
は
、
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
と
こ
の
二
人
の
市
民
を
宮
廷
に
召
喚
し
た
が
、
出
頭
は
実
現
し
な
か
っ

（
（（
（

た
。
そ
こ
で

国
王
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ブ
ル
ク
伯
ギ
ュ
ン
タ
ー
を
こ
の
件
に
つ
い
て
の
仲
裁
裁
判
官
と
し
て
指
定
し
、
彼
の
決
定
に
従
う
よ
う
市
に
命
令

し
（
（（
（

た
。
こ
の
時
期
、
市
側
は
都
市
の
書
記
を
国
王
宮
廷
に
送
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
市
側
が
働
き
か
け
て
、
こ
の
仲
裁
裁
判
官
指
定
を
国
王

か
ら
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ブ
ル
ク
伯
が
仲
裁
裁
判
官
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ブ
ル
ク
伯
へ
の

フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
の
質
入
れ
が
、
こ
の
時
期
も
な
お
継
続
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ

（
（（
（

う
。
し
か
し
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ブ
ル
ク
伯
が
ど
の
よ
う

な
決
定
を
下
し
た
か
は
不
明
で
あ

（
（（
（

る
。
一
三
九
九
年
八
月
に
も
、
国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
は
プ
ラ
ハ
で
、
市
と
城
に
、
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ヨ
ハ
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ン
が
争
い
を
決
定
す
る
ま
で
平
和
を
保
つ
よ
う
、
命
令
し
て
い

（
（（
（

る
。
こ
の
と
き
に
は
争
い
は
、
建
築
そ
の
他
に
つ
い
て
の
も
の
と
形
容
さ
れ

て
い

（
（（
（

る
。
証
書
に
よ
れ
ば
、国
王
は
、紛
争
を
仲
裁
人
と
し
てm

inne

ま
た
はrecht

に
よ
り
決
定
す
る
よ
う
、ヨ
ハ
ン
に
全
権
を
与
え
た
。

た
だ
し
、
以
前
に
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ブ
ル
ク
伯
ギ
ュ
ン
タ
ー
に
解
決
委
任
し
て
い
た
部
分
は
除
く
と
し
て
い

（
（（
（

る
。
大
司
教
ヨ
ハ
ン
に
よ
る
仲

裁
判
決
に
つ
い
て
も
、
何
も
知
ら
れ
て
い
な

（
（（
（

い
。

　

し
か
し
こ
の
後
、
帝
国
内
で
は
、
一
四
〇
〇
年
八
月
に
国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
の
廃
位
と
い
う
大
き
な
事
件
が
起
き

（
（（
（

る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
に

よ
っ
て
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ブ
ル
ク
伯
や
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
に
よ
る
仲
裁
も
中
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
後
、
新
し
い
国
王
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
み
ず
か
ら
に
よ
る
仲
裁
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ベ
ー
メ
ン
の
貴
族
反
対
派
の
存
在
な
ど
の

た
め
に
、
ベ
ー
メ
ン
か
ら
外
へ
出
て
来
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
に
対
し

（
（（
（

て
、
彼
を
廃
位
し
て
国
王
に
選
ば
れ
た
ル
ー
プ

レ
ヒ
ト
は
、
一
般
に
紛
争
解
決
の
分
野
な
ど
で
よ
り
積
極
的
な
統
治
を
試
み

（
（（
（

た
。
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
に
関
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
が
見
ら

れ
る
。
彼
の
治
世
の
特
に
前
半
に
は
、ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
の
ラ
ン
ト
フ
ォ
ー
ク
ト
と
し
て
任
命
さ
れ
た
、彼
の
腹
心
の
ヘ
ル
マ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ロ
ー

デ
ン
シ
ュ
タ
イ
ンH

erm
ann von Rodenstein

が
、
か
な
り
活
発
に
活
動
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

（
（（
（

る
。
国
王
自
身
、
一
四
〇
〇
年
一
〇

月
に
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
に
滞
在
し
、
市
と
城
の
た
め
に
諸
特
権
を
確
認
し
て
お

（
（（
（

り
、
加
え
て
一
四
〇
四
年
に
は
、
市
に
対
し
て
、
質
受
け
主

で
あ
る
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ブ
ル
ク
伯
に
税
を
支
払
う
の
を
禁
止
し
、
国
王
在
世
中
は
彼
に
税
を
支
払
う
よ
う
、
命
じ
て
い

（
（（
（

る
。
こ
の
よ
う
な
状

況
に
お
い
て
、
国
王
自
身
に
よ
る
紛
争
解
決
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五
．
ロ
ー
マ
法
源
の
利
用
（
一
五
世
紀
初
め
）

　

ま
ず
、
一
四
〇
三
年
一
二
月
一
一
日
付
で
、
市
か
ら
城
へ
の
訴
え
が
伝
わ

（
（（
（

る
。
訴
え
は
二
三
項
目
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
第
二
三
項
に
よ
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れ
ば
、
既
に
一
四
〇
二
年
八
月
一
一
日
に
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
国
王
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
の
前
で
期
日
が
設
定
さ
れ
、
そ
こ
で
城
側
の
代
理
人

二
人
が
市
側
を
非
難
し
て
い
た
。
今
回
の
市
か
ら
の
訴
え
の
大
半
は
、
一
三
九
〇
年
代
か
ら
一
四
〇
二
年
ま
で
の
ブ
ル
ク
マ
ン
の
個
別
具
体

的
な
非
行
に
対
す
る
非
難
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
一
二
月
二
一
日
付
で
、
城
か
ら
市
へ
の
訴
え
を
記
し
た
文
書
が
残

（
（（
（

る
。
国
王
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
①
ま
ず
一
三
四
九
年
の
和
解
と
一
三
四
九
年
の
両
者
の
合
意
（
城
に
害
と
な
る
建
築
物
の
撤
去
）
を
宣
言
し
た
カ
ー
ル
四
世
の
証
書
を

全
文
引
用
す
る
。
②
更
に
一
三
七
七
年
の
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
ン
の
仲
裁
判
決
の
第
四
項
（
一
三
四
九
年
の
和
解
の
効
力
を
確
認
）、

一
三
七
八
年
の
ラ
イ
ン
宮
中
伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
の
仲
裁
判
決
第
一
七
項
（
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
ン
の
仲
裁
判
決
の
効
力
を
確
認
）、
同

じ
く
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
の
仲
裁
判
決
第
三
、四
、五
、一
二
項
（
門
の
自
由
通
行
、
門
の
建
設
、
六
人
と
都
市
参
事
会
の
関
係
）
を
引
用
す
る
。

③
こ
れ
ら
す
べ
て
が
国
王
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
、
と
し
て
前
述
の
一
四
〇
〇
年
の
国
王
証
書
を
引
用
す
る
。
④
以
上
の

証
書
か
ら
し
て
、
市
が
建
設
し
た
教
会
の
二
つ
の
塔
は
違
法
で
あ
る
。
市
は
教
皇
と
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
の
許
可
を
受
け
た
と
言
っ
て
い
る
が

認
め
ら
れ
な
い
。
⑤
同
様
に
市
内
の
別
の
塔
も
取
り
壊
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
⑥
同
様
に
、こ
れ
ま
で
の
証
書
に
よ
れ
ば
、市
が［
市
の
南
の
］

マ
イ
ン
ツ
門M

ainzer T
or

前
に
設
け
た
城
壁
と
塔
は
取
り
壊
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
⑦
新
市
街
区V

orstadt

の
城
壁
も
取
り
壊
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
城
一
つ
、
市
一
つ
で
あ
っ
た
。
⑧
城
側
は
本
来
、
市
内
へ
の
自
由
な
通
行
路
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、

今
や
市
側
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
い
る
。
⑨
市
側
は
、
都
市
同
盟
に
加
入
し
て
、
ラ
イ
ヒ
に
属
す
る
選
挙
侯
で
あ
る
ラ
イ
ン
宮
中
伯
ル
ー
プ

レ
ヒ
ト
に
敵
対
し
た
が
、
そ
れ
を
都
市
参
事
会
に
い
る
六
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン
の
同
意
な
し
に
行
っ
た
。
⑩
市
は
以
上
の
よ
う
な
行
動
を
や
め

て
い
な
い
。
⑪
市
側
は
上
述
の
証
書
や
和
解
に
反
す
る
行
為
を
続
け
て
い
る
。
⑫
城
と
市
の
争
い
に
つ
い
て
は
既
に
故
皇
帝
カ
ー
ル〔
四
世
〕

の
も
と
で
和
解
が
成
立
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
文
書
に
よ
れ
ば
市
に
よ
る
そ
う
し
た
建
築
は
城
に
害
と
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

⑬
そ
れ
に
対
し
て
市
側
が
皇
帝
法keiserlichen rechten

を
持
ち
出
す
の
で
あ
れ
ば
、そ
れ
を
理
解
で
き
な
い
城
側
は
そ
れ
を
望
ま
な
い
。
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む
し
ろ
皇
帝
の
和
解
証
書
が
有
効
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
⑭
更
に
、
根
拠
文
書
と
し
て
、
一
三
七
六
年
六
月
に
皇
帝
カ
ー
ル
四
世
が
城
側
に

従
来
の
諸
特
権
を
確
認
し
た
特
権
状
の
一

（
（（
（

部
を
引
く
。
⑮
市
側
は
建
築
を
古
来
の
も
の
と
主
張
す
る
が
、
従
来
の
特
権
状
で
も
認
め
ら
れ
て

い
な
い
。
城
側
が
既
に
国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
の
も
と
で
も
訴
え
た
と
お
り
、
市
側
の
建
築
は
不
法
な
拡
張
で
あ
る
。
⑯
市
側
は
城
側
の
了
解

を
得
ず
に
人
々
を
逮
捕
し
、
尋
問
し
、
拷
問
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
和
解
証
書
の
条
項
に
違
反
し
て
い
る
（
一
三
八
七
年
五
月
の
和
解
文
書

が
引
用
さ
れ

（
（（
（

る
）。
⑰
市
側
は
、
市
民
に
債
務
を
負
っ
た
城
の
従
属
民
を
、
本
来
の
裁
判
官
で
あ
る
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
で
は
な
く
、
別
の
裁

判
所
に
訴
え
た
。
⑱
市
側
が
市
内
お
よ
び
市
外
に
設
け
た
道
路
に
つ
い
て
も
、
城
側
は
請
求
す
る
。
⑲
こ
れ
ら
道
路
は
、
城
に
と
っ
て
も
外

来
者
に
と
っ
て
も
む
し
ろ
害
に
な
っ
て
い
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
市
側
は
荷
車
税
を
徴
収
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
⑳
市
側
は
夜
間
に
武
装

し
て
城
の
橋
を
襲
撃
し
た
が
、
こ
れ
は
引
用
さ
れ
た
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
の
証

（
（（
（

書
に
反
す
る
。
城
側
は
証
書
を
遵
守
す
る
よ
う
申
し
入
れ
た

が
、
そ
の
後
も
実
行
さ
れ
て
い
な
い
。
�
市
内
の
参
審
人
に
よ
る
裁
判
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
�
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
も
都
市
参
事
会

に
入
っ
て
い
る
六
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン
も
、
参
審
人
が
就
任
に
あ
た
っ
て
す
る
宣
誓
に
つ
い
て
関
知
し
て
い
な
い
が
、
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
の

証
書
に
よ
れ
ば
六
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン
は
万
事
に
つ
い
て
立
ち
会
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
不
当
で
あ
る
。
�
以
上
の
要
求

は
既
に
国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
の
も
と
で
も
な
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、何
ら
解
決
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
城
側
は
損
害
を
被
っ
た
が
、

そ
の
損
害
に
つ
い
て
も
や
は
り
市
側
に
請
求
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
既
に
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
治
世
末
期
に
争
点
化
し
て
い
た
建
築
の
問
題
を

中
心
に
、
市
側
へ
の
非
難
が
、
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

一
四
〇
四
年
一
月
一
七
日
付
で
、
こ
れ
に
対
す
る
市
の
応
答
が
伝
わ

（
（（
（

る
。
こ
の
文
書
は
、
大
量
に
ロ
ー
マ
法
源
を
引
き
つ
つ
、
市
の
反
論

を
記
し
て
い
る
点
で
興
味
深
い
。
前
述
の
城
側
の
主
張
の
第
一
三
項
に
あ
る
よ
う
に
、
今
回
の
争
い
で
は
既
に
こ
の
時
点
よ
り
も
前
に
、
市

側
は
ロ
ー
マ
法
を
論
拠
と
し
て
持
ち
出
す
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
そ
れ
が
全
面
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
①
城

側
は
こ
れ
ら
の
文
書
を
ず
っ
と
持
ち
出
し
て
こ
な
か
っ
た
。
四
六
年
以
上
の
間
持
ち
出
さ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
沈
黙
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
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証
書
は
効
力
を
失
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
書
か
れ
た
皇
帝
法
（
＝
ロ
ー
マ
法
）
に
よ
っ
て
も
証
明
で
き

（
（（
（

る
。
ま
た
城
側
は
、
こ
れ

ら
の
文
書
を
根
拠
に
、
城
に
害
に
な
る
建
物
は
建
て
ら
れ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
判
断
に
は
従
え
な
い
。
む
し
ろ
最
高
の
裁
判
官

で
あ
る
皇
帝
を
根
拠
と
し
て
呼
び
出
し
う
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
書
か
れ
た
皇
帝
法
か
ら
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ

（
（（
（

る
。
②
ま
ず
、
城
側
は
市

が
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
ン
の
も
と
で
の
和
解
を
遵
守
し
て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
市
と
し
て
は
応
答
の
責
を

負
わ
な
い
も
の
と
考
え
る
。
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
の
定
め
お
よ
び
ラ
イ
ン
宮
中
伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
の
定
め
を
、
市
側
は
遵
守
し
て
い
る
。
む

し
ろ
城
側
が
そ
れ
ら
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
は
、
市
が
既
に
主
張
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
③
市
の
諸
特
権
は
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
は
ず

で
あ

（
（（
（

る
。
④
市
は
ず
っ
と
昔
か
ら
教
区
教
会
を
建
設
し
て
き
た
。
そ
し
て
二
〇
年
以
上
前
に
二
つ
の
塔
を
建
設
し
た
。
こ
れ
は
城
の
害
と
な

る
も
の
で
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
城
側
は
、
一
三
九
九
年
に
至
る
ま
で
異
を
唱
え
な
か
っ
た
。
そ
の
当
時
、
市
側
と
し
て
は
、
こ
の
件
で

国
王
の
前
で
城
側
と
交
渉
す
る
用
意
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ヨ
ハ
ン
に
よ
る
仲
裁
の
試
み
が
あ
っ
た
。
市
側
は
こ
れ
を
受

け
入
れ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
城
側
が
仲
裁
に
同
意
し
な
か
っ
た
。
教
会
は
、
教
皇
、
国
王
、
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
の
保
護
の
も
と

に
あ
る
。
こ
れ
を
侵
害
す
る
よ
う
な
証
書
は
、教
会
法
と
皇
帝
法
に
照
ら
し
て
無
効
で
あ

（
（（
（

る
。
ま
た
市
に
よ
る
塔
の
建
設
も
違
法
で
は
な
い
。

⑤
こ
れ
に
つ
い
て
も
市
と
し
て
は
関
知
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
し
城
側
が
実
力
で
塔
を
破
壊
し
撤
去
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
違
法

で
あ
る
。
⑥
マ
イ
ン
ツ
門
の
前
の
部
分
を
市
が
城
壁
を
築
い
て
囲
ん
で
き
た
こ
と
は
、
正
当
に
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
一
四
〇
二
年
ま

で
六
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
既
に
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
城
側
は
何
ら
異
議
を
唱
え
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
和
解
文
書
等

に
違
反
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
皇
帝
カ
ー
ル
四
世
の
文
書
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
書
か
れ
た
皇
帝
法
を
根
拠
と
す
る
こ

と
が
で
き

（
（（
（

る
。
ま
た
城
側
は
、
建
築
が
城
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
と
主
張
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
市
と
し
て
は
そ
う
し
た
主
張
を
認
容
す

る
義
務
は
な
い
。
こ
の
点
、
や
は
り
根
拠
法
文
を
あ
げ
う

（
（（
（

る
。
⑦
塔
の
建
設
は
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
交
易
な
ど
に
と
っ
て
有
益
な
の

で
あ
る
。
ブ
ル
ク
マ
ン
も
城
壁
や
門
を
行
き
来
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
城
に
有
害
で
は
な
い
。
従
来
の
和
解
や
約
束
に
も
反
し
な
い
。
書
か
れ
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た
皇
帝
法
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
建
造
物
は
適
法
に
存
続
で
き

（
（（
（

る
。
既
存
の
物
を
保
護
す
る
の
と
新
た
に
建
設
す
る
の
と
で
は
、
大
き

な
違
い
が
あ
る
か
ら
で
あ

（
（（
（

る
。
ま
た
、
禁
止
し
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
明
示
的
に
禁
止
し
な
か
っ
た
者
は
、
そ
れ
を
認
め
た
こ
と
に
な

（
（（
（

る
。

こ
の
こ
と
は
教
会
法
か
ら
も
言
え

（
（（
（

る
。
城
側
は
本
来
、
市
に
対
し
て
自
由
な
入
口
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
◯7a
ま
た
、
市
側
は
、
助
言
に
し

た
が
っ
て
塔
を
建
て
替
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
塔
は
城
と
市
の
間
で
は
な
く
、
市
の
別
の
側
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
塔
は
城
に
害
と

な
る
も
の
で
は
な
い
し
、
こ
の
件
で
市
側
は
和
解
文
書
に
反
す
る
こ
と
も
し
て
い
な
い
。
城
側
は
一
二
年
以
上
、
反
論
も
せ
ず
に
き
た
の
で

あ
る
。
塔
の
建
築
が
合
法
で
あ
る
こ
と
は
書
か
れ
た
皇
帝
法
に
よ
っ
て
証
明
で
き

（
（（
（

る
。
こ
の
件
に
関
す
る
城
側
の
認
識
は
法
的
効
力
を
持
た

な
（
（（
（

い
。⑧
市
側
が
城
側
に
対
し
て
市
内
へ
の
自
由
な
通
行
を
妨
げ
た
こ
と
は
な
い
。建
築
に
関
し
て
の
城
側
の
要
求
は
す
べ
て
不
当
で
あ
る
。

皇
帝
法
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
市
内
外
に
お
け
る
建
築
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ

（
（（
（

る
。
市
の
防
御
施
設
や
城
壁
の
建
設
は
、
何
か
特
権
に

よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な

（
（（
（

い
。
ま
た
、
市
が
新
市
街
区
を
城
壁
で
囲
む
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ

（
（（
（

る
。
◯8a
城
側
は
市
の
建
築
が
城

を
害
す
る
と
主
張
す
る
が
、
不
当
で
あ

（
（（
（

る
。
皇
帝
法
の
定
め
る
三
〇
年
な
い
し
四
〇
年
の
時
効
も
あ

（
（（
（

る
。
ま
た
別
の
皇
帝
法
に
よ
れ
ば
、
路

上
に
建
築
を
建
て
て
そ
れ
に
対
す
る
異
議
が
出
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
建
物
が
そ
の
後
に
撤
去
さ
れ
る
こ
と
は
な

（
（（
（

い
。
⑫

（
（（
（

城
側
が
あ
げ
る
文

書
は
法
的
効
力
を
持
た
な
い
し
、
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
や
バ
ウ
マ
イ
ス
タ
ー
は
自
身
の
事
項
に
関
し
て
裁
判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
書
か
れ

た
皇
帝
法
に
あ
る
と
お
り
で
あ

（
（（
（

る
。
⑨
同
盟
加
入
に
関
し
て
は
、
フ
ェ
ー
デ
を
仕
掛
け
ら
れ
て
、
し
か
も
ラ
イ
ヒ
か
ら
の
援
助
を
受
け
ら
れ

な
か
っ
た
た
め
、
他
に
仕
方
が
な
か
っ
た
。
ま
た
同
盟
が
ラ
イ
ン
宮
中
伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
と
は
、
加
入
時
に
は
思

わ
な
か
っ
た
。
⑩
市
は
従
来
か
ら
皇
帝
・
国
王
・
ラ
イ
ヒ
に
対
し
て
、
ラ
イ
ヒ
の
都
市
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
忠
誠
を
尽
く
し
て
き
た
し
、

現
在
も
国
王
に
対
し
て
従
順
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
す
る
中
傷
に
は
耳
を
貸
さ
な
い
で
ほ
し
い
。
⑪
市
と
城
の
間
で
は
五
〇
年
以
上
前
に
争
い

が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
市
側
は
城
と
市
の
間
に
堀
を
備
え
た
新
し
い
建
築
を
行
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
市
が
城
に
対
し
て
市
へ
の
自

由
な
通
行
を
妨
げ
た
事
実
は
な
い
。
⑬
都
市
の
持
つ
諸
特
権
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ

（
（（
（

る
。
⑭
城
側
は
特
権
確
認
を
有
す
る
と
い
う
が
、
市
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と
し
て
は
関
知
し
な
い
。
市
側
と
し
て
は
、
皇
帝
カ
ー
ル
四
世
の
特
権
状
を
得
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
続
い
て
市
は
一
三
四
九
年
六
月
に

カ
ー
ル
四
世
が
市
の
諸
特
権
を
確
認
し
た
証
書
の
一
部
を
引
用
す

（
（（
（

る
。
⑮
こ
の
点
も
、
こ
れ
ら
の
建
築
は
城
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
や

は
り
書
か
れ
た
皇
帝
法
で
も
っ
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑯
こ
れ
は
従
来
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
市
が
不
法
を
行
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。⑰
こ
れ
も
古
来
の
慣
習
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。⑱
市
と
し
て
は
道
路
を
良
好
な
状
態
に
保
ち
た
い
と
考
え
て
お
り
、

そ
の
た
め
に
荷
車
税
も
徴
収
す
る
が
、
そ
れ
は
市
が
ラ
イ
ヒ
か
ら
得
て
い
る
特
権
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
⑲
こ
れ
に
つ
い
て
は
城
側
か

ら
要
望
が
伝
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
市
と
し
て
は
そ
の
と
お
り
に
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
⑳
む
し
ろ
ブ
ル
ク
マ
ン
た
ち
の
方
が
ま
ず
市

内
で
騒
擾
を
起
こ
し
て
城
へ
逃
げ
込
ん
だ
の
で
、
市
民
た
ち
は
静
穏
に
城
の
橋
ま
で
赴
き
、
騒
擾
を
起
こ
し
た
の
が
誰
で
あ
っ
た
か
を
確
認

し
た
う
え
で
、
ま
た
市
内
へ
戻
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
市
側
は
、
城
側
に
対
し
て
和
解
に
よ
る
解
決
を
求
め
た
が
、
城
側
が
そ
れ
に
応

じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
�
参
審
人
に
よ
る
裁
判
は
適
切
に
行
わ
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
適
法
に
参
事
会
に
事
案
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
市
は

こ
こ
で
前
述
の
一
三
八
七
年
五
月
の
和
解
文
書
を
引
用
す

（
（（
（

る
。
�
参
審
人
は
適
切
に
補
充
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
の
宣
誓
に
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー

フ
や
六
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン
が
立
ち
会
わ
な
い
の
は
、
古
来
よ
り
の
慣
習
で
あ

（
（（
（

る
。
�
問
題
の
建
築
に
関
し
て
、
城
側
は
長
く
解
決
の
た
め
の

交
渉
を
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
故
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ア
ー
ド
ル
フ
に
よ
る
解
決
の
試
み
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
大
司
教
の
死

に
よ
り
問
題
は
解
決
し
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
城
側
が
市
側
に
命
令
し
た
り
市
民
を
処
罰
し
た
り
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
市
側
と

し
て
も
対
立
を
解
消
す
る
用
意
が
あ
る
。

　

市
側
は
こ
こ
で
、
主
に
従
来
積
み
重
な
っ
て
き
た
も
ろ
も
ろ
の
証
書
に
も
と
づ
い
た
城
側
の
主
張
に
対
し
て
、
ロ
ー
マ
法
源
を
根
拠
と
し

て
対
抗
し
よ
う
と
し
た
。
証
書
の
効
力
を
「
書
か
れ
た
皇
帝
法
」
で
破
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
書
を
誰
が
書
い
た

か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
前
後
の
市
側
の
文
書
に
は
、
こ
う
し
た
学
識
法
援
用
は
見
ら
れ
な
い
の
で
、
市
自
体
に
学
識
法
の
知
識
の
あ
る
人

物
が
い
た
と
い
う
よ
り
は
、
市
が
誰
か
外
部
の
人
間
に
依
頼
し
た
と
い
う
方
が
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
は
、
一
四
〇
六
年
以
後
何
度
か
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
と
法
的
助
言
等
の
契
約
を
結
ん

で
い
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヴ
ェ
ル
ダ
ーH

einrich W
elder

を
仲
裁
期
日
の
た
め
に
派
遣
し
て
く
れ
る
よ
う
要
請
し
て
お
り
、
一
四
〇
六
年
よ

り
前
に
も
同
様
の
要
請
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
彼
が
関
与
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

（
（（（
（

い
。

　

ま
た
、
対
立
の
こ
の
局
面
で
ロ
ー
マ
法
源
が
根
拠
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
仲
裁
人
で
あ
る
国
王
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
の
側
の
状
況

を
計
算
し
た
う
え
で
の
こ
と
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
彼
の
宮
廷
は
、
書
記
局
を
中
心
に
、
ヨ
ブ
・
フ
ェ
ー
ナ
ーJob V

ener

を
は
じ

め
と
し
て
、
か
な
り
多
く
の
学
識
法
曹
を
か
か
え
て
お
り
、
ま
た
宮
廷
外
の
学
識
法
曹
の
知
識
を
利
用
し
う
る
状
況
に
あ
っ

（
（（（
（

た
。
市
側
は
、

こ
う
し
た
仲
裁
人
サ
イ
ド
へ
の
ア
ピ
ー
ル
を
ね
ら
っ
た
の
か
も
し
れ
な

（
（（（
（

い
。

　

一
四
〇
四
年
八
月
一
九
日
、
両
者
は
国
王
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
に
よ
る
仲
裁
判
決
に
服
す
る
こ
と
を
改
め
て
約
束
し
て
い

（
（（（
（

る
。
こ
こ
で
も
争
い

は
、
建
築
そ
の
他
に
つ
い
て
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
は
す
べ
て
の
争
い
を
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
に
よ
る
仲
裁
に
ゆ
だ
ね
た
こ
と
を
宣
言

し
、
彼
の
決
定
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
誓
約
し
て
い

（
（（（
（

る
。
こ
の
後
、
手
続
は
進
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
し
ば
ら
く
は
、
合
意
に
よ

る
解
決
も
仲
裁
判
決
も
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

　

一
四
〇
九
年
五
月
二
八
日
、
城
側
は
、
国
王
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
に
よ
る
仲
裁
に
服
す
る
こ
と
を
、
再
度
約
束
し

（
（（（
（

た
。
仲
裁
判
決
に
対
し
て
、

他
の
世
俗
・
教
会
の
裁
判
所
な
ど
へ
訴
え
た
り
し
な
い
こ
と
も
約
束
さ
れ
て
い

（
（（（
（

る
。

　

こ
の
後
一
四
一
〇
年
一
月
二
二
日
に
、
よ
う
や
く
国
王
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
に
よ
る
仲
裁
決
定
が
出
さ
れ

（
（（（
（

た
。
決
定
は
、
諸
侯
以
下
の
貴
族
お

よ
び
王
の
顧
問
の
助
言
を
得
て
、
し
か
も
両
当
事
者
合
意
の
上
で
成
立
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い

（
（（（
（

る
。
や
は
り
結
局
、
両
当
事
者
の
同
意
を
確

保
し
た
う
え
で
、
決
定
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
仲
裁
決
定
の
内
容
と
し
て
は
、
①
両
者
に
決
定
内
容
の
遵
守
を
命
じ
る
。
②
国
王
ア
ル
ブ

レ
ヒ
ト
一
世
の
決
定
書
な
ど
、
従
来
の
証
書
は
遵
守
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
③
新
市
街
区
の
城
壁
に
つ
い
て
、
国
王
が
み
ず
か
ら
視
察
し
、

ま
た
人
を
や
っ
て
調
査
さ
せ
た
結
果
、
こ
の
城
壁
は
維
持
さ
れ
る
べ
き
と
決
し
た
。
た
だ
し
、
市
は
今
後
、
城
の
同
意
な
し
に
こ
れ
を
増
築
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し
て
は
な
ら
な
い
。
④
ブ
ル
ク
マ
ン
は
新
市
街
区
で
旧
市
に
お
け
る
と
同
様
の
権
利
を
持
つ
。
し
か
し
、
新
市
街
区
の
住
民
は
、
参
事
会
に

選
ば
れ
る
権
利
を
持
た
な
い
。
⑤
マ
イ
ン
ツ
門
の
近
く
の
塔
の
門
は
、
城
お
よ
び
市
の
た
め
に
開
放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
市
が
現
在
の
門

を
取
り
壊
す
場
合
に
は
、
や
は
り
城
お
よ
び
市
の
た
め
に
、
新
し
い
門
が
開
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
門
番
も
、
ブ
ル
ク
マ
ン
お
よ
び
市
民
に

自
由
な
通
行
を
認
め
る
こ
と
を
誓
う
べ
き
で
あ
る
。
⑥byrbaeum

e

の
後
ろ
の
門
に
つ
い
て
も
、
市
は
こ
れ
を
開
放
す
る
べ
き
で
あ
る
。

⑦
市
が
建
て
た
教
会
の
二
つ
の
塔
に
関
し
て
は
、
高
さ
が
制
限
さ
れ
、
ま
た
建
設
は
都
市
参
事
会
の
六
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン
の
同
意
を
得
て
な

さ
れ
る
。
⑧
市
側
に
よ
る
逮
捕
等
に
関
し
て
は
、
市
は
逮
捕
と
身
柄
の
確
保
は
で
き
る
が
、
尋
問
と
弁
護
は
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
な
い
し
そ
の

代
理
の
も
と
で
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
⑨
市
民
に
債
務
を
負
っ
た
城
の
従
属
民
に
対
す
る
裁
判
に
関
し
て
は
、
市
側
は
彼
ら
を
ブ
ル
ク
グ

ラ
ー
フ
以
外
の
裁
判
官
の
も
と
へ
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
⑩
荷
車
税
に
関
し
て
は
、
市
は
こ
れ
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑪
城
と

市
の
間
で
の
騒
擾
に
関
し
て
は
、
今
後
、
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
決
定
書
に
も
と
づ
い
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
⑫
参
審
人
の
宣

誓
に
つ
い
て
は
、
古
来
の
や
り
方
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
⑬
ブ
ル
ク
マ
ン
と
市
民
の
間
の
紛
争
に
関
し
て
は
、
今
後
も
、
国
王
ア
ル
ブ

レ
ヒ
ト
一
世
の
決
定
の
条

（
（（（
（

項
に
従
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当
事
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
も
は
や
そ
れ
以
上
争
わ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
。
⑭
ラ
イ
ン
宮
中
伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
の
証

（
（（（
（

書
で
定
め
ら
れ
た
、
ブ
ル
ク
マ
ン
に
よ
る
家
屋
等
の
購
入
に
つ
い
て
は
、
購
入

後
も
、
従
来
か
ら
の
市
に
対
す
る
負
担
は
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
従
来
負
担
を
負
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
で
あ

る
べ
き
で
あ
る
。
⑮
市
民
は
万
般
に
わ
た
っ
て
、
都
市
参
事
会
に
入
っ
て
い
る
六
人
の
ブ
ル
ク
マ
ン
と
合
意
す
る
べ
き
で
あ
る
。
合
意
に
至

ら
な
い
と
き
に
は
、
ブ
ル
ク
マ
ン
た
ち
は
彼
ら
だ
け
で
協
議
す
る
べ
き
で
あ
る
。
⑯
市
側
が
建
設
し
た
新
し
い
門
に
関
し
て
は
、
国
王
は
今

後
、
使
者
を
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
へ
派
遣
し
て
検
分
さ
せ
、
そ
の
結
果
に
も
と
づ
い
て
判
断
す
る
。
⑰
一
四
〇
二
年
に
国
王
の
も
と
へ
も
た
ら

さ
れ
て
い
た
、
ブ
ル
ク
マ
ン
と
市
の
争
い
に
関
し
て
は
、
今
後
両
者
と
も
争
い
を
や
め
る
べ
き
で
あ
る
。
⑱
ブ
ル
ク
マ
ン
の
一
部
が
、
ブ
ル

ク
マ
ン
の
資
格
を
放
棄
し
た
後
に
、
市
と
戦
っ
た
件
に
関
し
て
は
、
城
側
に
は
責
任
が
な
い
。
⑲
両
者
と
も
こ
の
決
定
を
遵
守
し
て
、
以
後
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争
い
を
や
め
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
特
に
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
決
定
書
と
ラ
イ
ン
宮
中
伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
の
決
定
書
は
有
効
で
あ

る
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
の
仲
裁
判
決
で
は
、
⑩
の
荷
車
税
に
関
す
る
決
定
の
よ
う
に
、
市
側
の
主
張
が
認
め
ら
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
全
体
に
、
城
側
に

有
利
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
城
側
に
有
利
な
決
定
で
あ
っ
た
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
決
定
の
効
力
が
改
め
て
確
認
さ
れ
、

⑮
の
よ
う
に
、
市
側
は
都
市
参
事
会
で
も
ブ
ル
ク
マ
ン
の
同
意
を
必
要
と
し
た
。
城
側
に
有
利
に
推
移
し
て
い
た
従
来
の
関
係
を
大
き
く
変

え
る
よ
う
な
決
定
で
は
な
か
っ
た
、
と
言
え
る
。
市
側
は
、
前
述
の
よ
う
に
ロ
ー
マ
法
源
を
根
拠
と
し
て
持
ち
出
し
て
、
事
態
の
打
開
を
は

か
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
国
王
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
に
よ
る
仲
裁
判
決
で
は
、
特
に
ロ
ー
マ
法
源
へ
の
言
及
は
な
く
、
ロ
ー
マ
法
の
内
容
に

沿
っ
た
決
定
も
見
ら
れ
な
い
。学
識
法
の
議
論
を
持
ち
込
ん
で
退
勢
を
挽
回
し
よ
う
と
し
た
市
側
の
試
み
は
、結
果
と
し
て
は
不
発
に
終
わ
っ

た
と
言
え
る
。

　

な
お
、
国
王
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
は
同
日
付
の
証
書
で
、
ワ
イ
ン
へ
の
課
税
と
城
内
で
の
ワ
イ
ン
販
売
を
め
ぐ
る
両
者
の
争
い
を
決
定
し
て

お
（
（（（
（

り
、
更
に
そ
の
後
、
マ
イ
ン
ツ
門
新
市
街
区
の
城
壁
を
め
ぐ
る
城
と
市
の
交

（
（（（
（

渉
、
お
よ
び
都
市
教
会
の
塔
を
め
ぐ
る
両
者
の
交

（
（（（
（

渉
に
つ
い

て
も
史
料
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
我
々
は
、
中
世
後
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
継
続
的
紛
争
の
一
例
を
か
な
り
詳
し
く
た
ど
っ
て
き
た
。
一
三
世
紀
後
半
か
ら

一
五
世
紀
初
め
ま
で
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
城
と
市
の
間
で
、
紛
争
解
決
が
さ
ま
ざ
ま
に
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
紛
争
が
絶
え
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
裁
判
、
税
、
建
築
と
い
っ
た
同
じ
よ
う
な
分
野
に
つ
い
て
、
古
く
か
ら
の
、
あ
る
い
は
ま
た
新
し
い
争
点
が
浮
上
し
て
、
何
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度
も
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
そ
の
と
き
ど
き
の
「
解
決
」
は
暫
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
ブ
ル
ク
マ
ン
と
市
民
は
紛
争
と
と

も
に
生
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
間
、
両
者
の
紛
争
の
解
決
に
は
、
常
に
王
権
が
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
た
。
関
与
の
仕
方
は
、
そ
の
時
々
の
王
権
の
性
格
、
特
に
フ

リ
ー
ド
ベ
ル
ク
が
位
置
し
て
い
た
中
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
地
方
と
の
関
係
に
よ
っ
て
差
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
王
権
抜
き
で
解
決
が

な
さ
れ
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
城
と
市
が
、
国
王
領
の
一
部
と
し
て
王
権
の
直
接
支
配
下
に
服

し
て
い
た
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
直
接
支
配
の
中
で
発
生
す
る
紛
争
へ
の
対
処
は
、
中
世
後
期
の
王
権
の
司
法
的
活
動
の
重
要

な
部
分
を
占
め
て
い
た
が
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
に
お
け
る
継
続
的
紛
争
は
そ
の
一
例
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。

　

そ
れ
ら
の
解
決
の
試
み
の
中
で
、
訴
え
の
提
起
、
弁
論
、
判
決
質
問
、
判
決
、
と
い
う
伝
統
的
な
裁
判
は
一
度
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ

の
意
味
で
は
、本
論
文
で
取
り
上
げ
た
の
は
す
べ
て
裁
判
外
の
紛
争
解
決
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、等
し
く
裁
判
外
の
紛
争
解
決
と
い
っ
て
も
、

他
方
で
そ
れ
ら
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
紛
争
解
決
の
方
式
は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

一
四
世
紀
初
め
ま
で
は
、
城
と
市
の
領
主
で
あ
る
国
王
が
、
み
ず
か
ら
決
定
を
下
す
と
い
う
面
が
比
較
的
強
く
前
面
に
出
て
い
た
。
そ
れ

に
対
し
て
、
一
四
世
紀
の
三
〇
年
代
か
ら
は
、
教
会
法
に
由
来
す
る
仲
裁
と
い
う
方
式
が
実
践
さ
れ
始
め
る
。
更
に
一
四
世
紀
七
〇
年
代
か

ら
は
、
そ
の
仲
裁
の
手
続
の
中
で
、
項
目
訴
訟
の
方
法
が
使
わ
れ
る
。
仲
裁
と
い
う
解
決
枠
組
み
が
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で
の

主
張
と
応
答
の
方
法
が
学
識
法
訴
訟
の
手
続
様
式
に
沿
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、当
事
者
の
主
張
方
法
と
応
答
方
法
は
、

個
別
化
さ
れ
た
論
点
へ
の
分
割
と
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
論
拠
提
示
、
そ
れ
に
対
す
る
や
は
り
個
別
化
さ
れ
た
応
答
と
そ
の
論
拠
提
示
、
と

い
う
具
合
に
構
造
化
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
法
学
的
思
考
・
行
動
様
式
の
深
化
が
進
ん
で
い
く
の
で
あ

（
（（（
（

る
。

　

そ
し
て
一
五
世
紀
初
め
に
は
、
ロ
ー
マ
法
源
が
論
拠
と
し
て
指
示
さ
れ
る
。
そ
こ
で
の
主
張
が
そ
の
後
の
決
定
に
反
映
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
が
、
そ
れ
で
も
こ
れ
は
、
近
世
の
、
伝
統
的
法
源
と
ロ
ー
マ
法
と
い
う
問
題
状
況
を
予
感
さ
せ
る
新
し
い
事
態
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
法
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が
論
拠
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
国
王
・
仲
裁
人
・
当
事
者
が
具
体
的
・
歴
史
的
に
決
定
を
積
み
上
げ
て
き
た
の

に
対
し
て
、
そ
れ
と
は
別
の
次
元
を
開
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
確
か
に
「
書
か
れ
た
皇
帝
法
」
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
具
体
的
・

歴
史
的
積
み
上
げ
の
外
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
事
者
は
学
識
に
よ
る
指
示
と
解
釈
と
い
う
形
で
、
そ
れ
を
持
ち
出
す
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
で
見
ら
れ
た
解
決
方
式
の
変
化
は
、
同
じ
当
事
者
の
間
の
紛
争
に
か
か
わ
る
も
の
だ
け
に
、
中
世
後
期
の

間
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
紛
争
解
決
が
た
ど
っ
た
歴
史
的
変
遷
を
よ
く
示
す
事
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
裁
判
に
よ
る
解
決
と
裁
判
外
で
の
解

決
を
対
置
し
て
、
中
世
社
会
に
お
け
る
後
者
の
重
要
性
を
強
調
す

（
（（（
（

る
の
は
、
確
か
に
重
要
な
論
点
で
は
あ
る
が
、
一
口
に
裁
判
外
で
の
解
決

と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
方
式
が
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
歴
史
的
変
化
と
法
学
的
思
考
・
行
動
様
式
の
浸
透
が
見
ら
れ
た
こ
と
に
も
、
注
意

を
向
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
以
上
に
見
て
き
た
経
過
の
中
で
、
一
三
〇
六
年
の
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
に
よ
る
決
定

を
大
き
な
例
外
と
し
て
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
決
定
は
結
局
両
当
事
者
の
同
意
を
得
た
う
え
で
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
我
々
が

見
た
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
ケ
ー
ス
は
、
近
世
に
至
る
ま
で
ド
イ
ツ
に
お
け
る
紛
争
解
決
を
貫
い
て
い
た
、
当
事
者
の
意
思
の
重
要
性
を
、
改

め
て
印
象
づ
け
る
一
事
例
で
あ
る
と
も
言
え
る
で
あ
ろ

（
（（（
（

う
。

　

こ
の
よ
う
に
展
開
し
て
き
た
、
城
と
市
の
間
の
継
続
的
紛
争
は
、
一
四
一
一
年
以
後
も
、
更
に
続
い

（
（（（
（

た
。
そ
の
展
開
と
、
そ
こ
で
の
紛
争

解
決
方
式
を
詳
し
く
た
ど
る
こ
と
は
、
別
の
課
題
で
あ
る
が
、
最
後
に
、
本
稿
冒
頭
に
掲
げ
た
一
七
世
紀
初
め
の
史

（
（（（
（

料
に
戻
っ
て
、
そ
れ
に

一
言
触
れ
て
お
こ
う
。
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
六
一
〇
年
に
公
に
さ
れ
た
こ
の
書
物
で
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
は
、
城
側
の
不
法
を
指

弾
し
、
み
ず
か
ら
の
主
張
を
展
開
し
た
。
そ
の
際
に
、
市
は
、
み
ず
か
ら
の
立
場
を
一
五
項
目
に
分
か
っ
て
展
開
し
た
が
、
各
項
目
は
更
に
、

史
料
的
根
拠
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
た
一
〇
数
点
か
ら
三
〇
〇
点
以
上
に
分
け
ら
れ
て
提
示
さ
れ
、
論
述
さ
れ
た
。
こ
の
書
物
は
、
本
稿
で
見

た
よ
う
な
、
項
目
訴
訟
的
手
続
で
使
わ
れ
た
文
書
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
中
世
後
期
の
項
目
訴
訟
的
な
行
為
形
式
に
見
ら
れ

る
分
節
化
が
「
発
達
」
を
遂
げ
て
い
っ
た
姿
と
、ド
イ
ツ
そ
し
て
西
洋
の
法
文
化
の
一
つ
の
側
面
が
、そ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（
１
）M

ax F
o
lt
z (bearb.), U

rkundenbuch der Stadt Friedberg, Bd.1: 1216-1410, M
arburg 1904

（
以
下
、UB Friedberg, 1 

と
略
す
）, 

N
r.595.

（
２
）U

B Friedberg, 1, N
r.596.

（
３
）
こ
の
手
続
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
そ
の
展
開
に
つ
い
て
は
、Gerhard B

u
ch
d
a, A

rt. A
rtikelprozess, in: A

dalbert E
rler und 

Ekkehard K
a
u
fm
a
n
n (hg.), H

andw
örterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, 1.A

ufl., Bd.1, Berlin 1971, Sp.233ff., Peter 
O
est
m
a
n
n, A

rt. A
rtikelprozess, in: A

lbrecht C
o
rd
es u.a. (hg.), H

andw
örterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, 2.A

ufl., 
Bd.1, Berlin 2008, Sp.313f. 

ド
イ
ツ
の
教
会
裁
判
所
に
お
け
る
事
例
に
つ
い
て
は
、H

ans Jörg B
u
d
isch

in, D
er gelehrte Zivilprozess 

in der Praxis geistlicher Gerichte des 13. und 14. Jahrhunderts im
 deutschen Raum

, Bonn 1974, S.94-99, 169-176. 

中
世
学

識
法
学
（
中
世
ロ
ー
マ
法
学
・
教
会
法
学
）
の
理
論
、
特
に
こ
の
手
続
に
お
け
る
証
明
を
め
ぐ
る
理
論
に
つ
い
て
は
、W

olfgang W
iega

n
d, 

Studien zur Rechtsanw
endungslehre der Rezeptionszeit, Ebelsbach 1977, S.45-74. 

ま
た
、
近
世
以
降
の
展
開
と
西
洋
法
史
上
の
意

義
を
も
含
め
て
、
小
菅
芳
太
郎
「
措
問
手
続
（
項
目
手
続
）
覚
書
」『
北
大
法
学
論
集
』
三
八
巻
四
号
（
一
九
八
八
年
）
一－

四
〇
頁
も
参
照
。

（
４
）
例
え
ば
、Ernst V

o
gt (bearb.), Regesten der Erzbischöfe von M

ainz von 1289-1396, 1.A
bteilung 1289-1353, Bd.1. 1289-

1328, Leipzig 1913, (N
D
 Berlin 1970), N

r.1646

（
一
三
一
四
年
、Bursfeld

の
修
道
院
長
お
よ
びLippoldsberg

のPropst

と
マ
イ
ン

ツ
大
司
教
のO

ffi
ziat

、T
hilo von Bola

が
、
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
の
も
と
で
争
い
、
事
案
が
仲
裁
に
付
さ
れ
る
）。
ま
た
、Ebenda, N

r.1791, 
Johann Friedrich B

ö
h
m
er und Johannes L

a
u (bearb.), U

rkundenbuch der Reichsstadt Frankfurt, Bd.2 1314-1340, Frankfurt 
a.M

. 1905, N
r.30,33,34,35,36,37,40,50

（
一
三
一
五
年
か
ら
一
三
一
六
年
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
ス
教
会
と
そ
こ
の
教
区
司

祭
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
の
争
い
が
、
仲
裁
に
付
さ
れ
る
。
項
目
毎
の
証
言
聴
取
も
行
わ
れ
る
）。H

einrich R
eim
er (hg.), U

rkundenbuch der 
H
erren von H

anau und der ehem
aligen Provinz H

anau, Bd.2: 1301-1349, (H
essisches U

rkundenbuch, 2.A
bteilung), Leipzig 

1892, N
r.317

（
一
三
二
七
年
、
ル
タ
ー
・
フ
ォ
ン
・
イ
ー
ゼ
ン
ブ
ル
ク
とSim

on W
eise

の
教
会
保
護
権Patronatsrecht

を
め
ぐ
る
紛
争

に
お
い
て
、
教
会
裁
判
官
の
も
と
で
、
項
目
に
分
け
ら
れ
た
応
答
が
な
さ
れ
る
。）
ず
っ
と
遅
く
、
一
四
八
四
年
に
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
で
、

仲
裁
に
お
い
て
項
目
に
分
け
ら
れ
た
文
書
が
使
わ
れ
て
い
る
事
例
と
し
て
、H

elm
ut C

o
in
g, D

ie Rezeption des röm
ischen Rechts in 

Frankfurt am
 M

ain. Ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte, Frankfurt a.M
., 1939, S.106.

（
５
）U

B Friedberg, 1, N
r.600.



論　　　説

北法62（6・134）1450

（
６
）U

B Friedberg, 1, N
r.600, A

rt.1, “... daz uns der allerdurchluchtigeste furste und herre her K
arl, von gots gnadin 

Rom
ischir keysir, czu o allen cziden m

errer des reichs und konig czu Beheym
, unsir gnedigir herre, befalin und gebadin 

had ernstlichin, dy vorgenante czw
eyunge und m

yssehelle czu o scheidin m
yt fruntschaff odir m

yt rechte.”

（
７
）Ebenda, A

rt.2, „D
y fruntschaff w

ir czuschin den beydin partyen m
yd erm

e w
ißin flißeclichin m

yd truw
en dicke han 

virsucht, als kuntlich ist, und inkundin dy nyd finden. Sind w
ir sy nu o m

yd fruntschaff nyd gescheidin m
ogen, so han w

ir 
uffe beydir partyen schuldegunge, antw

orte und bryfe, dy sy uns beschreibin gebin hand und vor uns kom
m
en sind, eyns 

rechten erfaren an fursten, an graven, an herrin, an rittirn, an knechten und an vyl gudin ludin und sprechin ouch selbir 
czu rechte:“.

（
８
）Ebenda, A

rt.5, “V
orbaz m

e sprechin w
ir czu rechte: ist es, daz dirre vorgenanten partye keyne, es sy burgm

an odir 
burgir, keynirley bryfe odir fryheid erkabird habin nach der vorgenanten su one und scheidunge, als sy Rom

isch konig 
A
lbrecht gesunet und inscheidin had, ...”.

（
９
）U

B Friedberg, 1, N
r.601. 

ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
証
人
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、W

erner S
ch
u
bert, Geschichte des 

N
otariats und N

otariatsrechts in D
eutschland, in : M

athias S
ch
m
o
ecke

l und D
ers., (hg.), H

andbuch zur Geschichte des 
N
otariats der europäischen T

raditionen, Baden-Baden 2009, S.203-239, S.203ff. 

を
参
照
。
ア
ル
プ
ス
以
北
の
ラ
イ
ヒ
で
は
、
一
三

世
紀
後
半
か
ら
公
証
人
が
史
料
に
登
場
す
る
。
イ
タ
リ
ア
で
広
く
見
ら
れ
た
公
証
人
が
、
当
初
は
や
は
り
教
会
分
野
を
通
じ
て
次
第
に
ド
イ
ツ

に
も
浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、W

infried T
ru
sen, A

nfänge des gelehrten Rechts in D
eutschland, W

iesbaden 1962, 
S.69-101

に
詳
し
い
。

（
10
）Ebenda, A
rt.6, “... der edelherre herre Philippus von Falkensteyn, herre zu M

ynczenberg und lantfoid dez heilgen 
Rom

ischin richis in der W
edirheybe, ...”, A

rt.8.

（
11
）
皇
帝
カ
ー
ル
四
世
は
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
の
ラ
ン
ト
フ
ォ
ー
ク
ト
職
を
、
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
位
へ
の
利
害
関
心
か
ら
、
一
三
七
三
年
に
ヴ
ェ
ッ

テ
ィ
ー
ン
家
の
マ
イ
セ
ン
辺
境
伯
た
ち
に
与
え
、
辺
境
伯
た
ち
は
一
三
七
六
年
に
そ
れ
を
更
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
に
与
え
て
い
た
。Fred S

ch
w
in
d, 

D
ie Landvogtei in der W

etterau. Studien zu H
errschaft und Politik der staufischen und spätm

ittelalterlichen K
önige, 

M
arburg 1972, S.162ff.
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（
12
）F.S

ch
w
in
d, Landvogtei

（
注
11
）, S.165.

（
13
）U

B Friedberg, 1, N
r.604. 

や
は
り
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
位
に
関
係
し
た
、
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
任
命
の
背
景
と
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
、
ラ
ン

ト
フ
ォ
ー
ク
ト
職
と
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
に
お
け
る
国
王
支
配
の
再
強
化
の
意
図
に
つ
い
て
は
、F.S

ch
w
in
d, Landvogtei

（
注
11
）, S.166ff., 

そ

の
長
い
統
治
期
間
の
間
、
特
に
領
邦
支
配
の
拡
大
と
安
定
化
に
大
き
な
業
績
を
残
し
た
、
ラ
イ
ン
宮
中
伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
一
世
に
つ
い
て

は
、Joachim

 S
piegel, U

rkundenw
esen, K

anzlei, Rat und Regierungssystem
 des Pfalzgrafen bei Rhein und H

erzogs von 
Bayern Ruprechts I. (1309-1390), 2 Bde., N

eustadt an der W
einstrasse 1996. 

彼
と
カ
ー
ル
四
世
の
関
係
に
つ
い
て
は
、H

ubert 
R
ö
h
ren

beck, K
arl IV

. und die Pfalzgrafen bei Rhein, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 114 (1978), S.613-643, 
M

einrad S
ch
a
a
b, Geschichte der K

urpfalz, Bd.1: M
ittelalter, Stuttgart 1988, S.98ff.

（
14
）U

B Friedberg, 1, N
r.605. 

（
15
）U

B Friedberg, 1, N
r.606. 

カ
ー
ル
四
世
治
世
末
年
の
両
者
の
紛
争
に
つ
い
て
は
、Philipp D

ieffen
ba
ch, Geschichte der Stadt und 

Burg Friedberg in der W
etterau, D

arm
stadt 1857, S.107ff.

（
16
）U

B Friedberg, 1, N
r.608.

（
17
）U

B Friedberg, 1, N
r.609.

（
18
）U

B Friedberg, 1, N
r.610.

（
19
）U

B Friedberg, 1, N
r.610, A

rt.1, “um
be soliche zw

eiunge und m
issehel, ..., die uns der allerdurchluchtigste furste und 

herre, her K
arl, Rom

ischer keyser, zu allen ziiten m
erer des richs und kunig zu Beheim

, unsir liebir gnediger herre, 
bevolen hat zu verhoren und zu entscheiden, und auch dieselben partyen des bedersiite an uns bliben sint und in guden 
truw

en globt hant stede und feste zu halden, w
ie w

ir sie darum
be entscheiden: des han w

ir sie bedersiite verhorit und 
auch ire briefe, die sie von Rom

schen keisern und kunigen hant, und han sie gutlichen m
it ir beider partien w

ißen und 
w
illen entscheiden, als hernach geschriben stet:”.

（
20
）
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
は
、
さ
し
あ
た
り
、M

artin K
in
t
zin
ger, W

enzel (1376-1400, †
1419), in: Bernd S

ch
n
eid
m
ü
ller 

und Stefan W
e
in
f
u
r
t
e
r (hg.), D

ie deutschen H
errscher des M

ittelalters. H
istorische Portraits von H

einrich I. bis 
M

axim
ilian I. (919-1519), M

ünchen 2003, S.433-445, Peter M
o
ra
w
, V

on offener V
erfassung zu gestalteter V

erdichtung, 



論　　　説

北法62（6・136）1452

Berlin 1985, S.256-259, H
einz T

h
o
m
a
s, D

eutsche Geschichte des Spätm
ittelalters 1250-1500, Stuttgart 1983, S.309-340 

を

参
照
。
彼
の
国
王
支
配
に
つ
い
て
は
、František G

ra
u
s, D

as Scheitern von K
önigen: K

arl V
I., Richard II., W

enzel IV
., in: Reinhard 

S
c
h
n
e
id
e
r (hg.), D

as spätm
ittelalterliche K

önigtum
 im

 europäischen V
ergleich (V

orträge und F
orschungen B

d.32), 
Sigm

aringen 1987, S.17-39, Ivan H
la
v
á
ček, W

enzel IV
., sein H

of und seine K
önigsherrschaft vornehm

lich über Böhm
en, 

in: Ebenda, S.201-232 

、彼
の
宮
廷
に
つ
い
て
は
、Ivan H

la
v
á
ček, H

of und H
offührung K

önig W
enzels IV

., in: Peter M
o
ra
w (hg.), 

D
eutscher K

önigshof, H
oftag und Reichstag im

 späteren M
ittelalter (V

orträge und Forschungen, Bd.48), Stuttgart 2002, 
S.105-136 

を
参
照
。

（
21
）Ekkehart R

o
t
t
er (bearb.), D

ie Zeit W
enzels 1376-1387, (U

rkundenregesten zur T
ätigkeit des deutschen K

önigs- und 
H
ofgerichts bis 1451, Bd.11), K

öln u.a. 2001

（
以
下
で
はU

R11

と
略
す
）,  N

r.331, U
B Firedberg, 1, N

r.659, „..., em
pfelhen w

ir 
dinr liebe und geben dir auch volkom

en und gancz m
acht, also daz du m

itsam
pt dem

 erw
idrigen A

dolff ertzbischoff 
zu M

entz, ..., die egnante parthie beide uff einen nem
lichen tag fur uch verbotet und ir beider bew

isunge, kuntschafft 
und brife eigentliche verhoret und sie um

b soliche tzw
eytracht uns und dem

 riche zu eren und yn zu nucz genczeliche 
verrichtet.“ 

ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
治
世
下
の
両
者
の
紛
争
に
つ
い
て
は
、Ph.D

ieffen
ba
ch, a.a.O

.

（
注
15
）, S.112ff.

（
22
）Ebenda, “..., dem

 w
ir auch darum

b sunderliche schriben,...”. 

マ
イ
ン
ツ
大
司
教
へ
送
ら
れ
た
文
書
に
つ
い
て
は
、U

R11, N
r.332. 

マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ア
ー
ド
ル
フ
と
国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、Friedrich G

rü
n
ew
a
ld, D

ie Reichspolitik Erzbischof 
A
dolfs I. von M

ainz unter K
önig W

enzel (1379-1390), (D
iss.phil., Giessen), D

arm
stadt 1924.

（
23
）F.S

ch
w
in
d, Landvogtei

（
注
11
）, S.176. 

な
お
、
一
三
八
一
年
ま
で
は
ラ
イ
ン
宮
中
伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
一
世
が
引
き
続
き
ラ
ン
ト
フ
ォ
ー

ク
ト
職
を
保
持
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。F.S

ch
w
in
d, Landvogtei, S.175f.

（
24
）F. G

rü
n
ew
a
ld, a.a.O

.

（
注
22
）, S.25f.

（
25
）U

R11, N
r.353, U

B Friedberg, 1, N
r.663.

（
26
）
一
三
七
〇
年
代
後
半
以
後
の
ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
に
お
け
る
都
市
同
盟
の
展
開
と
活
動
に
つ
い
て
は
、F.S

ch
w
in
d, Landvogtei

（
注
11
）, S.237-

250. 

都
市
同
盟
と
諸
侯
・
貴
族
の
間
の
緊
張
と
そ
れ
に
続
く
、
一
三
八
八－
八
九
年
の
い
わ
ゆ
る
第
一
次
都
市
戦
争
に
つ
い
て
は
、H

.T
h
o
m
a
s, 

a.a.O
.

（
注
20
）, S.324ff.
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（
27
）U

R11, N
r.354, U

B Friedberg, 1, N
r.664.

（
28
）U

B Friedberg, 1, N
r.664, “U

nd do w
ir horten, daz beide partien nit eyndrechtig w

aren, do m
ochten w

ir sie nit 
entrichten nach unsers herren des koniges briff sage; anders w

ir hetten gern darinne getan, w
az darzu gut w

er gew
est, 

von unsers herren des kuniges befelheniße w
egen.”

（
29
）U

B Friedberg, 1, N
r.668.

（
30
）U

B Friedberg, 1, N
r.668, A

rt.1, “... des w
ir beidersiit czu unsern frunden gangen sin,..., die uns herum

be m
it unser 

beider partye w
illen und w

ißen gutlichen han gerichtit, geslichtit und gesunet in alle w
iis, als hernach folgit und stet 

geschrebin:”.

（
31
）Ekkehart R

o
t
t
er (bearb.), D

ie Zeit W
enzels 1388-1392, (U

rkundenregesten zur T
ätigkeit des deutschen K

önigs- und 
H
ofgerichts bis 1451, Bd.12), K

öln u.a. 2008

（
以
下
で
はU

R12

と
略
す
）, N

r.54, U
B Friedberg, 1, N

r.684.

（
32
）U

R12, N
r.55, T

hom
as S

ch
ilp (bearb.), D

ie Reichsburg Friedberg im
 M

ittelalter. Regesten der U
rkunden 1216-1410, 

(U
rkundenbuch der Stadt Friedberg, Bd.2), M

arburg 1987

（
以
下
で
はRegesten

と
略
す
る
）, N

r.547, „... m
it der m

ynne oder 
m
it dem

 rechten“.

（
33
）F.G

rü
n
ew
a
ld, a.a.O

.

（
注
22
）, S.31.

（
34
）F.G

rü
n
ew
a
ld, a.a.O

.

（
注
22
）, S.28ff. 

ラ
イ
ン
宮
中
伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
一
世
と
都
市
同
盟
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、M

.S
ch
a
a
b, a.a.O

.

（
注

13
）, S.100f. 

も
参
照
。
一
三
八
八
年
一
一
月
六
日
に
、
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
に
率
い
ら
れ
た
諸
侯
・
貴
族
軍
は
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
近
傍
で
、
都
市

同
盟
軍
を
撃
破
し
た
。
こ
の
間
の
動
き
と
国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ま
た
、Eberhard H

o
lt
z, Reichsstädte und 

Zentralgew
alt unter K

önig W
enzel 1376-1400, W

arendorf 1993, S.83-128 

も
参
照
。

（
35
）U

R12, N
r.63, U

B Friedberg, 1, N
r.686.

（
36
）U

B Friedberg, 1, N
r.686, “A

ls der allirdurchluchtigste furste, unser libir gnediger herre, herre W
enczlau o, von gots 

gnaden Rom
scher konig, zu o allin ziiten m

erer des richs und konig zu o Beheym
, uw

ir w
irde befolin hait und volm

acht 
gebin, uns den burggraven und burgm

ann zu o Frideberg und di burgere und stat daselbis zu o berichtene um
 alle bruche, 

zw
eyunge und stoße zuschen uns m

it der m
ynne odir m

it dem
 rechtin und nach lude desselbin bevelbriffes:”.
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（
37
）U

R12, N
r.84, U

B Friedberg, 1, N
r.688. A

rt.10

に
つ
い
て
、Friedrich B
a
t
t
en
berg und A

ugust E
ck
h
a
rd
t, D

er Richter in 
eigener Sache, dargestellt anhand spätm

ittelalterlicher Q
uellen, insbesondere des Burggerichts Friedberg/H

essen und 
des Reichshofgerichts, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ

anistische A
bteilung 95 (1978), S.79-

114, S.92.

（
38
）U

R12, N
r.88, U

B Friedberg, 1, N
r.691.

（
39
）U

R12, N
r.89, U

B Friedberg, 1, N
r.692. A

rt.10

に
つ
い
て
、F.B

a
t
t
en
berg u. A

.E
ck
h
a
rd
t, a.a.O

.

（
注
37
）, S.92.

（
40
）U

B Friedberg, 1, N
r.692, A

rt.26, „U
nd geben des dise unser antw

orte uw
ern gnaden, gnediger erw

irdigiste in gote 
furste und herre, herre A

dolph, erczbischoff zu o M
encze, ..., auch m

it der ansprache in denselben w
orten, als w

ir daz 
taden lesen vor uw

ir w
irde zu o Eltevil, und bitden flehelich, daz ir uns herum

be entscheidet, als ez uch ist befalen.“.

（
41
）F.G

rü
n
ew
a
ld, a.a.O

.

（
注
22
）, S.35.

（
42
）U

R
12, N

r.282, U
B
 F

riedberg, 1, N
r.704, „... w

ir haben geschriben dem
 hochgebornen R

uprechten dem
 eltern, 

pfalczgraven bey Rin, ... , unserm
 lieben öhem

 und fursten, und haben im
 ouch gancze und volle m

acht gegeben, das er 
alle und ygliche czw

eytrachte, die sich czw
ischen euch und den burgern zu Freddeberg, unsern und des reichs lieben 

getrew
en, uncz her verlöffen haben, von unsern w

egen zu disem
 m

ale uff einen benanten tag, den er euch bescheiden 
sol, richten und hinlegen solle. D

ovon so gebieten w
ir euch ernstlich und vestenchlichen bey unsern und des reichs 

hulden, das ir uff sulchen tage, den euch der egenante unser oheim
e bescheiden w

irdet, m
it den burgern zu Freddeberg 

furkom
et und euch aller sachen zu disem

 m
ale genczlichen richten lazet und sinem

 usspruche und richtigunge 
genczlichen gefolgig seyt, als ir unser und des reichs sw

er ungnad vorm
eiden w

ollet.“. 

な
お
、一
三
九
〇
年
に
ナ
ッ
サ
ウ
伯
ル
ー

プ
レ
ヒ
ト
が
死
ん
だ
後
、ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
治
世
中
は
、ヴ
ェ
ッ
テ
ラ
ウ
の
ラ
ン
ト
フ
ォ
ー
ク
ト
は
任
命
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。F.S

ch
w
in
d, 

Landvogtei

（
注
11
）, S.176f.

（
43
）U
B Friedberg, 1, N

r.704

の
前
注
を
参
照
。

（
44
）U

R12, N
r.367, U

B Friedberg, 1, N
r.709.

（
45
）U

R12, N
r.391, U

B Friedberg, 1, N
r.710.
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（
46
）U

R Friedberg, 1, N
r.709, A

rt.7, „..., als w
ir davon gescheiden sin, die furbaz zu o gebin und zu o antw

urten dem
 eteln 

unserm
 liebin herren herren Fryderich herre zu o Lysperg und den strengen rittern hern Johan von Lynden und hern 

H
erm

anne von K
arben, uns der und dan uzezu oberychten und zu o entscheiden, als w

ir daz an sine edelkeid und ir 
strengen vestekeit gestalt han und zu o yn sin gegangen.“.

（
47
）U

R12, N
r.402, U

B Friedberg, 1, N
r.712.

（
48
）U

R12, N
r.403, U

B Friedberg, 1, N
r.713.

（
49
）U

B Friedberg, 1, N
r.730.

（
50
）Ebenda, “... durch fride und besserunge w

illen beyde landes und der stat doselbist sich zusam
m
en vereinet haben, bey 

einander zu beleiben und sich czu schuczen und schirm
en acht jare noch einander zu czelen, als das alles in dem

selben 
eynungbrife lew

terlichen begriffen ist, ...”.

（
51
）Ebenda, “... ydoch so m

ogen w
ir oder unsere nachkom

en an dem
 reiche in denselben acht jaren oder dernach, w

enn 
uns das gefellet, dieselben eynung w

iderruffen, abetun und vernichten.”

（
52
）U

B Friedberg, 1, N
r.745. A

rt. 6
に
つ
い
て
、F.B

a
t
t
en
berg u. A

.E
ck
h
a
rd
t, a.a.O

.

（
注
37
）, S.92f.

（
53
）U

B Friedberg, 1, N
r.746.

（
54
）U

B Friedberg, 1, N
r.747.

（
55
）U

te R
ö
d
e
l (bearb.), D

ie Zeit W
enzels 1397-1400, (U

rkundenregesten zur T
ätigkeit des deutschen K

önigs- und 
H
ofgerichts bis 1451, Bd.14), K

öln u.a. 2004

（
以
下
で
はU

R14

と
略
す
）, N

r.314, U
B Friedberg, 1, N

r.759

（
た
だ
し
フ
リ
ー
ド
ベ

ル
ク
市
証
書
集
の
日
付
は
誤
り
）.

（
56
）U

B Friedberg, 1, N
r.759, “..., und doch dieselben Fribil und W

alther redlichen geboten haben m
it dem

 burggrafen zu 
Fridberg, der sachen zu kum

en zu einem
 ußtrage und zu irkentnusse vor uns in unsern hoff, des nicht sein m

ochte. ”.

（
57
）Ebenda, “So haben w

ir die sache von sulches frevels w
egen, der do von beiden seiten solle gescheen sein, gnediclichen 

bevolhen und daruber zu einem
 richter gesaczt und seczen m

it kraft dicz brifes den edlen G
unthern grafen von 

Sw
arczpurg, hern A

rnstede und Sunderhusen, unsern und des reichs liben getrew
en, und dem

 von unsir und des reichs 
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w
egen gancze volle m

acht und craft gegeben und geben im
 die m

it craft dicz brifes, euch beyderseyt vor sich zu 
vorschreiben und zu vorboden in seinen hoff oder andersw

o, do im
 das ebin und beqw

em
lich ist, die sache zu vorhoren 

und die von unsern und des reichs w
egen zu richten nach fruntschatt oder m

it dem
 rechten. U

nd gebieten ew
ern 

trew
en von Rom

ischer kuniclicher m
echte und w

ollen ernstlichen, das ir im
 fruntschaft oder des rechten gehorsam

 
sein sollet und doczw

ischen keines eintraget, die sache ensey dann vor vor dem
 obgenanten grafen Gunthern fruntlich, 

rechtlich und redlich usgetragen.”

（
58
）W

ilhelm
 F
ert

sch, D
er Rat der Reichsstadt Friedberg i.d.W

. im
 16. Jahrhundert, (D

iss., jur., Giessen), Giessen 1913, S.11, 
Reim

er S
t
o
bbe, D

ie Stadt Friedberg im
 Spätm

ittelalter. Sozialstruktur, W
irtschaftsleben und politisches U

m
feld einer 

kleiner Reichsstadt, D
arm

stadt und M
arburg 1992, S.166.

（
59
）U

R14, N
r.314, A

nm
.3.

（
60
）
市
へ
の
命
令
、, N

r.337, U
B Friedberg, 1, N

r.767. 

城
へ
の
命
令
、U

R14, N
r.338.

（
61
）U

B Friedberg, 1, N
r.767, „... m

it nam
en von gebeude und anderer sache w

egen ...“.

（
62
）Ebenda, „... haben w

ir dem
 erw

irdigen Johansen erczbischoff zu M
eintz, ..., bevolhen und im

 ouch gancze und volle 
m
acht gegeben, sulche gebrechen und czw

eyunge von unsern und des reichs w
egen m

it der m
ynne, beyder partey 

w
issen oder sust m

it dem
 rechten nach kuntschaft, underw

eisunge, rede, brife und antw
urt beyder teile hinlegen und 

vorrichten sal, usgenom
en doch sulche sache, die w

ir dem
 edeln Gunthern grafen zu Sw

arczburg, unserm
 und des reichs 

liben getrew
en, vorm

als zw
ischen euch zu vorrichten bevolhen haben.“.

（
63
）U

R14, N
r.337, A

nm
.3.

（
64
）
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
の
廃
位
に
つ
い
て
は
、A

lois G
erlich, Pfalzgraf Ruprechts III. W

eg zum
 K

önigtum
, in: V

olker R
ö
d
el (red.), 

M
ittelalter. D

er Griff nach der K
rone. D

ie Pfalzgrafschaft bei Rhein im
 M

ittelalter, Regensburg 2000, S.37-52, Ernst 
S
ch
u
bert, K

önigsabsetzung im
 deutschen M

ittelalter. Eine Studie zum
 W

erden der Reichsverfassung, Göttigen 2005, 
S.362-420. 

廃
位
前
後
の
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
城
の
動
向
に
つ
い
て
は
、Regesten, N

r.660, 667, 668, 670-673.

（
65
）
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
に
対
す
る
ベ
ー
メ
ン
貴
族
の
反
抗
に
つ
い
て
は
、W

infried E
berh

a
rd, Gew

alt gegen K
önig im

 spätm
ittelalterlichen 
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Böhm
en. A

deliger W
iderstand und der A

usbau der H
errschaftspartizipation, in: M

artin K
in
t
zin
ger und Jörg R

o
gge (hg.), 

K
önigliche Gew

alt－
Gew

alt gegen K
önige. M

acht und M
ord im

 spätm
ittelalterlichen Europa (Zeitschrift für H

istorische 
Forschung, Beiheft 33), Berlin 2004, S.101-118.

（
66
）
国
王
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
は
、
さ
し
あ
た
り
、O
liver A

u
ge und K

arl-H
einz S

piess, Ruprecht (1400-1410), in: 
B. S

ch
n
eid
m
ü
ller u. S.W

ein
fu
rt
er (hg.), a.a.O

.

（
注
20
）, S.446-461, P.M

o
ra
w, a.a.O

.

（
注
20
）, S.355-357, D

ers., Ruprecht von der 
Pfalz. Ein K

önig aus H
eidelberg, in: Zeitschrift für die Geschichte O

berrheins 149 (2001), S.97-110, H
. T
h
o
m
a
s, a.a.O

.

（
注

20
）, S.341-376, M

.S
ch
a
a
b, a.a.O

.

（
注
13
）, S.123-144

を
参
照
。
彼
の
国
王
支
配
に
つ
い
て
は
、Ernst S

ch
u
bert, Problem

e der 
K
önigsherrschaft im

 spätm
ittelalterlichen Reich. D

as Beispiel Ruprechts von der Pfalz (1400-1410), in: R. S
ch
n
eid
er (hg.), 

a.a.O
.

（
注
20
）, S.135-184
を
参
照
。

（
67
）F.S

ch
w
in
d, Landvogtei

（
注
11
）, S.177ff.

（
68
）U

B Friedberg, 1, N
r.777,778,779, R.S

t
o
bbe, a.a.O

.

（
注
58
）, S.216.

（
69
）R.S

t
o
bbe, a.a.O

.

（
注
58
）, S.216.

（
70
）U

te R
ö
d
e
l (bearb.), D

ie Zeit R
uprechts 1400-1403, (U

rkundenregesten zur T
ätigkeit des deutschen K

önigs- und 
H
ofgerichts bis 1451, Bd.15), K

öln u.a. 2009
（
以
下
で
はU

R15

と
略
す
）, N

r.432, U
B Friedberg, 1, N

r.791. 

ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
治
世
の

両
者
の
紛
争
に
つ
い
て
は
、Ph.D

ieffen
ba
ch, a.a.O

.
（
注
15
）, S.121ff.

（
71
）U

R15, N
r.435, U

B Friedberg, 1, N
r.792.

（
72
）U

B Friedberg, 1, N
r.581, A

rt.8, Z.1-15, A
rt.8a, Z.1-3.

（
73
）U

B Friedberg, 1, N
r.668, A

rt.3, Z.9-11.

（
74
）U

B Friedberg, 1, N
r.162, A

rt.4.

（
75
）U

B Friedberg, 1, N
r.794. 

自
己
の
事
件
に
つ
い
て
は
裁
判
官
に
な
れ
な
い
、
と
い
う
原
則
と
の
関
係
で
、
こ
の
文
書
に
触
れ
る
の
は
、

F.B
a
t
t
en
berg u. A

.E
ck
h
a
rd
t, a.a.O

.

（
注
37
）, S.97f. 

し
か
し
、
そ
れ
以
外
に
、
こ
れ
ま
で
こ
の
文
書
に
つ
い
て
詳
し
い
検
討
が
な
さ
れ
て

き
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
76
）
全
体
に
権
利
の
不
行
使
と
そ
の
効
果
に
か
か
わ
る
法
文
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
根
拠
法
文
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
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て
い
る
。C.7.39.3 

お
よ
び4=

三
〇
年
と
四
〇
年
の
消
滅
時
効
。C.3.34.13=

不
使
用
に
よ
る
役
権servitus

の
消
滅
。C.3.34.10=

水
に
つ
い

て
の
役
権
の
消
滅
。D

.8.6.8=

雨
水
を
あ
る
土
地
に
落
と
す
権
利
を
持
つ
者
が
、
他
人
が
そ
の
土
地
に
建
物
を
建
て
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、

そ
の
権
利
を
失
う
。
あ
る
土
地
の
通
行
権
を
持
つ
者
が
、
他
人
が
そ
の
土
地
に
も
の
を
建
て
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
権
利
を
失
う
。

D
.10.3.28=

共
有
物
分
割
の
訴
え
に
つ
い
て
の
法
文
。
共
有
者
の
一
人
が
他
の
共
有
者
の
意
思
に
反
し
て
行
為
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
の

共
有
者
に
は
禁
止
権
が
あ
る
。
し
か
し
他
の
共
有
者
が
禁
止
権
の
行
使
を
し
な
か
っ
た
場
合
、
建
物
を
建
て
た
共
有
者
は
そ
の
撤
去
を
強
制
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。D.50.17.60=

自
分
の
た
め
に
他
人
が
介
入
す
る
の
を
禁
止
し
な
か
っ
た
者
は
、委
任
を
行
っ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。な
お
、

ロ
ー
マ
法
文
の
テ
ク
ス
ト
は
、Corpus iuris civilis, V

ol.1, Institutiones, D
igesta, (Paulus K

ru
eger, T

heodorus M
o
m
m
sen), V

ol.2, 
Codex Iustinianus, (Paulus K

ru
eger), N

D
 Berlin 1954

、
教
会
法
源
の
テ
ク
ス
ト
は
、Corpus iuris canonici, P.2, D

ecretalium
 

collectiones, (A
em

ilius F
ried

berg), N
D
 Graz 1959 

を
参
照
。

（
77
）
全
体
に
、
不
適
切
な
判
断
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
す
法
文
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
根
拠
法
文
と
し
て
は
、D

.18.1.7=

売

買
契
約
の
法
文
。
売
り
主
の
判
断
に
し
た
が
っ
て
値
段
が
決
ま
る
よ
う
な
条
件
付
き
の
売
買
契
約
は
無
効
で
あ
る
。
誠
実
な
第
三
者boni viri

の
判
断
に
よ
る
。D

.19.2.24=

賃
約
の
法
文
。
所
有
者
（
請
負
の
注
文
主
）
の
判
断
に
よ
っ
て
仕
事
の
完
成
が
決
せ
ら
れ
る
よ
う
な
契
約
は

無
効
で
あ
る
。
誠
実
な
第
三
者
の
判
断
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。D

.38.1.30 

お
よ
び27 

お
よ
び44=

解
放
奴
隷
の
仕
事
に
関
す
る
法
文
。

D
.17.2.76=

組
合
契
約
者
の
持
分
の
決
定
に
関
す
る
法
文
。
誠
実
な
第
三
者
に
よ
る
決
定
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
お
か
し
な
人
間
の
判
断

な
ら
従
わ
な
く
て
よ
い
）。D
.2.8.9=

裁
判
官
の
判
断
が
不
正
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
は
異
議
申
立
が
で
き
る
。

（
78
）
公
の
利
益
が
害
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
示
す
法
文
（=C.1.19.2 

お
よ
び3, C.1.22.6

）
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。

（
79
）
こ
こ
で
は
根
拠
と
し
て
、C.1.2.12=

教
会
の
諸
特
権
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、ま
た
教
会
法
に
反
す
る
定
め
は
無
効
で
あ
る
、D.2.14.38=

公
の
法
は
私
人
の
約
定
に
よ
っ
て
は
変
更
さ
れ
え
な
い
。Inst.2.1.7=

神
聖
な
る
物
は
何
び
と
の
も
の
に
も
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
ロ
ー
マ
法

源
が
指
示
さ
れ
る
。

（
80
）
根
拠
法
文
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、C.7.39.3 

お
よ
び4=
前
出
（
注
76
）、C.5.62.12=

自
発
的
な
後
見
に
よ
る
負
担
は
特
権
を
減
じ

な
い
、
な
ど
で
あ
る
。

（
81
）D

.38.1.30=

前
出
（
注
77
）、D

.17.2.76=

前
出
（
注
77
）、D

.2.8.9=

前
出
（
注
77
）
な
ど
。

（
82
）
根
拠
法
文
は
、D

.43.19.3.15=

通
行
権
の
原
状
回
復
、D

.43.11.1.2=

公
道
の
原
状
回
復
。
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（
83
）D

.7.1.44 

お
よ
び61=

用
益
権
者
は
壁
に
新
た
な
上
張
り
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
受
け
取
っ
た
物
を
維
持
す
る
こ
と
と
新
た
な
物
を
作
る
こ

と
と
は
違
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
用
益
権
者
は
壁
に
新
た
な
雨
樋
を
取
り
付
け
て
は
な
ら
な
い
。D

.39.1.1.13=

新
た
な
役
務
の
通
知
に
つ
い

て
。C.1.9.19=

ユ
ダ
ヤ
人
の
シ
ナ
ゴ
ー
グ
の
新
築
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
既
存
の
建
物
の
補
修
は
許
す
。

（
84
）D

.50.17.60=

前
出
（
注
76
）。

（
85
）
教
会
法
源
か
ら
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、X

.5.31

＝
聖
職
者
の
非
行
に
関
す
る
章
、 X

.5.1.2

＝
前
も
っ
て
警
告
さ
れ
て
も
改
め
な
か
っ
た
司
教

が
告
発
さ
れ
る
、X

.2.23.5

＝
相
手
方
か
ら
要
求
を
受
け
て
訴
訟
関
係
文
書
を
開
示
・
伝
達
す
る
。
他
に
ロ
ー
マ
法
源
と
し
て
、D

.2.12.1

＝
出

廷
を
強
制
さ
れ
な
い
時
期
で
も
、当
事
者
が
自
発
的
に
出
廷
し
た
場
合
は
、下
さ
れ
た
判
決
は
有
効
で
あ
る
。 D

.50.17.142

＝
黙
し
て
い
る
者
は
、

自
認
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
否
認
し
た
わ
け
で
も
な
い
。 C.2.12.17

＝
訴
訟
代
理
人
に
関
す
る
法
文
。 D

.10.3.28

＝
前
出
（
注
76
）。

（
86
）D

.43.19.3.15=

前
出
（
注
82
）, D

.43.11.1.2=

前
出
（
注
82
）。

（
87
）
根
拠
法
文
は
、D.18.1.7=
前
出
（
注
77
）、 D

.19.2.24=

前
出
（
注
77
）、 D

.38.1.45=

解
放
奴
隷
の
事
務
に
つ
い
て
、 D

.17.2.76=

前
出
（
注
77
）、 

D
.2.8. 9

＝
前
出
（
注
77
）、 D

.2.8.10
＝
裁
判
官
が
選
ん
だ
保
証
人
に
つ
い
て
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

（
88
）C.8.10.10=

帝
国
内
各
地
に
お
け
る
建
築
の
許
可
。

（
89
）
根
拠
法
文
はC.8.11 (12).7

＝
門
、
水
道
、
城
壁
の
補
修
と
建
設
が
確
実
に
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。
お
よ
びC.1.2.7

＝
道
路
と
橋
の
建
設
に
関

す
る
法
文
。

（
90
）
根
拠
法
文
はC.8.11 (12).22

＝
開
始
さ
れ
た
工
事
が
完
成
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
新
た
な
公
共
工
事
を
始
め
て
は
な
ら
な
い
。

（
91
）
根
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、C.1.2.12=

前
出
（
注
79
）、 D

.2.14.38=

前
出
（
注
79
）、 Inst.2.1.7=

前
出
（
注
79
）。

（
92
）C.7.39.4=

前
出
（
注
76
）。

（
93
）D

.43.8.2.17

＝
公
共
の
場
所
や
道
路
に
お
け
る
建
築
物
に
関
す
る
法
文
。

（
94
）
市
の
文
書
で
は
、
こ
の
場
所
に
、
城
側
の
主
張
の
第
一
二
項
に
対
す
る
市
側
の
反
論
が
登
場
し
て
い
る
。

（
95
）D

.4.8.7=

自
由
に
関
す
る
争
い
に
つ
い
て
は
、
仲
裁
裁
判
官
は
判
決
を
出
す
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
事
案
は
む
し
ろ
よ
り
上
位

の
裁
判
官
の
も
と
で
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。D

.5.1.17=

一
方
の
訴
訟
当
事
者
が
裁
判
官
を
単
独
相
続
人
な
い
し
共
同
相
続
人
に
指
定
し
た

場
合
、
別
の
裁
判
官
が
指
名
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
何
人
も
自
身
の
事
項
の
裁
判
官
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
更
にC.1.19.7

＝

裁
判
官
は
法
に
反
し
て
出
さ
れ
た
勅
答
に
対
し
て
反
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
96
）
根
拠
法
文
と
し
て
、C.1.14.3

＝
都
市
や
属
州
な
ど
に
認
め
ら
れ
た
法
の
一
般
法
に
対
す
る
効
力
、C.1.14.9

＝
不
確
か
な
内
容
の
法
に
つ
い
て

の
法
文
、D

.37.1.10

＝
遺
産
占
有
に
お
い
て
法
の
不
知
は
助
け
に
な
ら
な
い
、
な
ど
。

（
97
）U

B Friedberg, 1, N
r.396, Z.25-29.

（
98
）U

B Friedberg, 1, N
r.668, A

rt.7.

（
99
）
こ
こ
で
も
や
は
り
三
〇
年
な
い
し
四
〇
年
の
時
効
に
関
す
る
ロ
ー
マ
法
源
に
言
及
が
な
さ
れ
る
。C.7.39.3 

お
よ
び4

＝
前
出
（
注
76
）。

（
100
）U

B Friedberg,Ⅰ
, N

r.823, 828, Regesten, N
r.803. 

ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヴ
ェ
ル
ダ
ー
は
、
下
級
聖
職
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
一
三
九

九
年
以
後
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
と
契
約
を
結
び
、
教
会
裁
判
所
で
の
訴
訟
代
理
、
法
的
助
言
、
外
交
活
動
な
ど
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

学
位
保
有
は
確
認
で
き
な
い
が
、
学
識
法
の
知
識
は
備
え
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
に
つ
い
て
は
、H

.C
o
in
g, a.a.O

. 

（
注
４
）, S.153ff. 

参
照
。
ま
た
、
一
四
〇
二
年
ご
ろ
の
、
学
識
法
曹
の
手
に
な
る
と
思
わ
れ
る
鑑
定
意
見
も
伝
わ
っ
て
お
り
、
一
四
〇
四
年
一
月
の
市
側
の
文
書

と
関
係
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。H

essisches Staatsarchiv D
arm

stadt, Repertorien Burg Friedberg, F3, Convolut 1-2. 

（
101
）
国
王
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
の
宮
廷
と
学
識
法
曹
の
関
係
に
つ
い
て
は
、Peter M

o
ra
w, Beam

tentum
 und Rat K

önig Ruprechts, in: 
Zeitschrift für die Geschichte des O

berrheins 116 (1968), S.59-126, S110-124, D
ers., K

anzlei und K
anzleipersonal K

önig 
Ruprechts, in: A

rchiv für D
iplom

atik 15 (1969), S.428-531, S.453ff., 476ff.　

ヨ
ブ
・
フ
ェ
ー
ナ
ー
に
つ
い
て
は
、H

erm
ann H

eim
pel, 

D
ie V

ener von Gm
ünd und Strassburg 1162-1447. Studien und T

exte zur Geschichte einer Fam
ilie sow

ie des gelehrten 
Beam

tentum
s in der Zeit der abendländischen K

irchenspaltung und der K
onzilien von Pisa, K

onstanz und Basel, Bd.1, 
Göttingen 1982, S.159-621.

（
102
）
同
様
の
推
測
と
し
て
、F.B

a
t
t
en
berg u. A

.E
ck
h
a
rd
t, a.a.O

.

（
注
37
）, S.97f. 

ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
の
も
と
に
お
け
る
国
王
宮
廷
裁
判
所
の

制
度
的
発
展
に
つ
い
て
は
、Friedrich B

a
t
t
en
berg, Gerichtsschreiberam

t und K
anzlei am

 Reichshofgericht 1235-1451, K
öln-

W
ien 1974, S.229f., D

ers., D
as H

ofgerichtssiegel der deutschen K
aiser und K

önige 1235-1451, K
öln-W

ien 1979, S.50ff., D
ers., 

V
on der H

ofgerichtsordnung K
önig Ruprechts von 1409 zur K

am
m
ergerichtsordnung K

aiser Friedrichs III., von 1471, in: 
D
ERS., Beiträge zur höchsten Gerichtsbarkeit im

 Reich im
 15. Jahrhundert, K

öln-W
ien 1981, S.21-81. 

ま
た
拙
稿
「
中
世
後
期

ド
イ
ツ
の
国
王
裁
判
所
―
―
最
近
の
研
究
に
よ
る
そ
の
再
評
価
に
つ
い
て
―
―
」『
北
大
法
学
論
集
』
四
四
巻
四
号
（
一
九
九
三
年
）
一
三
五－

一
五
七
頁
、
一
四
〇
頁
以
下
、
お
よ
び
拙
稿
「
一
五
世
紀
初
頭
ド
イ
ツ
国
王
宮
廷
裁
判
所
の
手
続
（
史
料
紹
介
）」『
北
大
法
学
論
集
』
四
四
巻
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六
号
（
一
九
九
四
年
）
四
八
九－

五
〇
〇
頁
も
参
照
。

（
103
）U

B Friedberg, 1, N
r.800.

（
104
）Ebenda, “..., w

ir aller und iglicher spenne, yruche und zw
eyunge zuschen uns, es sii von buw

es oder ander sache 
w
egen, w

ie sich die verhandelt habent bis of datum
 dis briefs, nichts usgenom

en, an den allerdurchluchtigesten 
hochgebornen fursten und herren Ruprecht von gots gnaden Rom

ischen kunig, zu allen ziten m
erer des richs, unsern 

lieben gnedigen herren, genzlichen gestalt haben zu m
ynne und zu rechte, und stellen daz auch allez also an yn in craft 

dis briefs, also w
ie er uns darum

b entscheidet und seczet und auch ordent und begriffet, furbas von und von beiden 
siiten gehalten zu w

erden, daz w
ir das yew

eder siite genzlichen, stete und veste halten, tun und follenfuren sollen und 
w
ollen ane allerley intrag, w

iderstand, hindernis und geverde.”.

（
105
）U

B Friedberg, 1, N
r.832, „.., das w

ir die m
it gutem

 fryen w
illen und rechter w

ißen an den allerdurchluchtigisten 
fursten und herren hern R

uprechten von gots gnaden R
om

ischen kunig, zu allen ziten m
erer des richs, unsern 

allergnedigsten herren, zu der gutlichkeit und dem
 rechten gestalt und gesaczt haben, stellen und seczen auch m

it 
diesem

 briefe.“.

（
106
）Ebenda, „...und das w

ir auch nit w
ollen oder sollen daw

ider reden oder tun oder schaffen getan w
erden w

eder m
it 

gerichte oder ane gerichte, geistlichen oder w
erntlichen, heim

lichen oder offenlichen oder in dheine ander w
ise, ane allez 

geverde.“.

（
107
）U

B Friedberg, 1, N
r.840.

（
108
）Ebenda, A
rt.2, “... und haben sie beidersiit m

it rade unser fursten, edeln und getruw
en und auch unser rete, geistlicher 

und w
eltlicher in der gutlicheid entscheiden ...”.

（
109
）U

B Friedberg, 1, N
r.162, A

rt.2.

（
110
）U
B Friedberg, 1, N

r.610, A
rt.14.

（
111
）U

B Friedberg, 1, N
r.841.

（
112
）U

B Friedberg, 1, N
r.842.
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（
113
）U

B Friedberg, 1, N
r.843.

（
114
）
項
目
訴
訟
的
手
法
が
法
史
上
お
よ
び
現
在
に
至
る
ま
で
、
法
学
的
思
考
の
根
本
を
支
え
る
要
素
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
菅
、
前
掲
論

文
（
注
３
）、
七
頁
、
お
よ
び
小
川
浩
三
「
分
析　

論
証
の
論
証　

日
本
に
お
け
る
法
学
的
論
証
と
結
果
志
向
」
グ
ン
タ
ー
・
ト
イ
ブ
ナ
ー
［
編
］

村
上
淳
一
・
小
川
浩
三
訳
『
結
果
志
向
の
法
思
考　

利
益
衡
量
と
法
律
家
的
論
証
』（
二
〇
一
一
年　

東
大
出
版
会
）
一
八
九-

二
二
九
頁
、
二

二
〇
、
二
二
八
頁
。

（
115
）
本
稿
（
一
）
注
４
で
挙
げ
た
服
部
良
久
氏
の
研
究
の
基
礎
に
あ
る
問
題
関
心
で
あ
る
。

（
116
）
特
に
中
世
初
期
に
見
ら
れ
た
、
こ
う
し
た
性
格
が
、
そ
の
後
も
根
強
く
存
続
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
西
川
洋
一
「
初
期
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

法
の
性
格
に
関
す
る
覚
え
書
」『
北
大
法
学
論
集
』
四
一
巻
五
・
六
号
（
一
九
九
一
年
）
二
九-

一
二
一
頁
、
一
〇
七
頁
以
下
。

（
117
）
一
四
一
一
年
以
後
、
一
五
世
紀
末
ま
で
の
城
と
市
の
間
の
紛
争
に
つ
い
て
は
、T

hom
as S

ch
ilp, D

ie Reichsburg Friedberg im
 

M
ittelalter. U

ntersuchungen zu ihrer V
erfassung, V

erw
altung und Politik (=W

etterauer Geschichtsblätter 31), Friedberg 
1982, S.200-212, R. S

t
o
bbe, a.a.O

.
（
注
58
）, S.162-209

を
参
照
。
一
四
五
五
年
に
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
の
質
権
を
城
が
獲
得
し
た
こ
と
で
、

城
へ
の
服
従
宣
誓
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
市
側
は
ま
す
ま
す
劣
勢
と
な
っ
た
。
市
側
は
、
一
四
八
〇
年
代
に
、
領
邦
君
主
と
し
て
勢
力

を
増
し
て
き
た
ヘ
ッ
セ
ン
の
ラ
ン
ト
グ
ラ
ー
フ
の
保
護
下
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
態
を
打
開
し
よ
う
と
試
み
た
が
成
功
せ
ず
、
城
側
の
優
位

が
確
立
し
た
。
そ
の
後
の
近
世
に
お
け
る
城
と
都
市
の
争
い
に
つ
い
て
は
、K

laus-D
ieter R

a
ck, D

ie Burg Friedberg im
 A

lten Reich. 
Studien zu ihrer V

erfassungs- und Sozialgeschichte zw
ischen dem

 15. und 19. Jahrhundert, D
arm

stadt und M
arburg 

1988, S.94ff.

（
118
）H

einrich von R
o
se
n
t
h
a
ll, Johannes G

o
e
d
d
a
e
u
s, Gründlicher Bericht der heyligen Reichs Statt Friedberg Standt, 

R
egalien, Privilegien, R

echten und G
erechtigkeiten und der R

öm
. K

eys. M
ayest. U

nsers A
llergnedigsten H

errn 
ohnm

ittelbare Superioritet. und des heyligen R
oem

ischen R
eichs Interesse w

ider der B
urg daselbsten angem

aste 
N
ew

erungen und erw
agte Strittigkeiten, o.O

. 1610.


